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(57)【要約】
　本発明は、傾倒入力部を用いて回動入力部よりも直感
的に湾曲部を操作することができるようにしたものであ
る。
　内視鏡装置は、操作部に設けられ、湾曲部を湾曲動作
させるための第一の駆動力が入力される回転入力部と、
前記回転入力部と前記湾曲部とに接続され、前記回転入
力部によって牽引されることによって前記第一の駆動力
を前記湾曲部へ伝達する操作ワイヤと、前記操作部に設
けられ、前記湾曲部を湾曲動作させるための第二の駆動
力が入力される傾倒入力部と、前記傾倒入力部と前記回
転入力部とに接続され、前記傾倒入力部から前記回転入
力部へ前記第二の駆動力を伝達する第二伝達手段と、を
備え、前記操作ワイヤは、前記第二伝達手段によって前
記傾倒入力部から伝達された前記第二の駆動力を前記湾
曲部へ伝達する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被操作部を操作するための第一の駆動力が入力される第一入力部と、
　前記第一入力部と前記被操作部とに接続され、前記第一入力部に入力された前記第一の
駆動力を前記被操作部へ伝達する第一伝達手段と、
　前記被操作部を操作するための第二の駆動力が入力される第二入力部と、
　前記第二入力部と前記第一入力部とに接続され、前記第二入力部から前記第一入力部へ
前記第二の駆動力を伝達する第二伝達手段と、
　を備え、
　前記第一伝達手段は、前記第二伝達手段によって前記第二入力部から伝達された前記第
二の駆動力を前記被操作部へ伝達する操作機構。
【請求項２】
　前記被操作部は、前記第一の駆動力と前記第二の駆動力とのいずれかによって湾曲動作
する筒状の湾曲部を有する請求項１に記載の操作機構。
【請求項３】
　体腔内を観察する内視鏡装置であって、請求項２に記載の操作機構を備える内視鏡装置
。
【請求項４】
　医療器具を内部に挿通可能なルーメンを有し、体腔内へ挿入されるガイドカテーテルで
あって、請求項２に記載の操作機構を備えるガイドカテーテル。
【請求項５】
　体腔内へ挿入される挿入部と、
　前記挿入部における挿入方向の先端に設けられ、湾曲動作する筒状の湾曲部と、
　前記湾曲部を湾曲させるために前記挿入部における挿入方向の基端に設けられた操作部
と、
　前記操作部に設けられ、前記湾曲部を湾曲動作させるための第一の駆動力が入力される
第一入力部と、
　前記第一入力部と前記湾曲部とに接続され、前記第一入力部によって牽引されることに
よって前記第一の駆動力を前記湾曲部へ伝達する操作ワイヤと、
　前記操作部に設けられ、前記湾曲部を湾曲動作させるための第二の駆動力が入力される
第二入力部と、
　前記第二入力部と前記第一入力部とに接続され、前記第二入力部から前記第一入力部へ
前記第二の駆動力を伝達する第二伝達手段と、
を備え、
　前記操作ワイヤは、前記第二伝達手段によって第二入力部から伝達された前記第二の駆
動力を前記湾曲部へ伝達する内視鏡装置。
【請求項６】
　前記第一入力部は、回動軸回りに回動することで前記第一の駆動力が入力される回動入
力部であり、
　前記第二入力部は、所定の中立位置から傾倒することで前記第二の駆動力が入力される
傾倒入力部である
　請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記第二伝達手段は、前記第一入力部に接続され前記第二の駆動力を前記第一入力部へ
伝達する入力ワイヤを備え、
　前記傾倒入力部は、前記傾倒入力部が前記中立位置から傾倒されたときには前記傾倒入
力部から前記入力ワイヤへ前記第二の駆動力を伝達して前記傾倒入力部と前記入力ワイヤ
とを連動させ、前記傾倒入力部が前記中立位置にあるときには前記傾倒入力部と前記入力
ワイヤとの連動を解除するクラッチ機構を備える
　請求項６に記載の内視鏡装置。
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【請求項８】
　前記傾倒入力部は、前記クラッチ機構に連結された軸状の操作スティックを有し、
　前記操作スティックを所定角度だけ傾倒させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さは
、前記回動入力部を前記所定角度だけ回動させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さよ
りも小さい請求項７に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記中立位置へ前記操作スティックを向ける付勢力をかける中立機構をさらに備える請
求項８に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記挿入部における前記先端まで前記第二入力部から延びて形成され、生体組織に対し
て処置を行うための処置具が挿入される筒状の処置具チャンネルをさらに備え、
　前記操作スティックは、前記処置具チャンネルの内部と連通された筒状に形成されてい
る請求項８または９に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作機構、内視鏡装置、医療機器、及びガイドカテーテルに関する。
　本願は、２０１０年４月２８日に米国に出願された６１／３２８，８１４、及び、２０
１０年６月１１日に米国に出願された６１／３５３，８０５に基づき優先権を主張し、そ
の内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体腔内の処置対象部位等を観察し処置するために、内視鏡装置が使用されている
。内視鏡装置は、体腔内に挿入される可撓性を有する長尺状の挿入部と、挿入部を操作す
る操作部とを連結させたものが知られている（例えば、特許文献１）。また、特許文献２
には、内視鏡装置を操作する操作者が、内視鏡用処置具と内視鏡装置とを助手なしで操作
することができる内視鏡操作部が開示されている。
　また、従来、湾曲動作可能な湾曲部を有する医療機器として、湾曲部を湾曲させるため
の操作入力を湾曲部へ伝達する操作機構が設けられた医療機器が知られている。このよう
な操作機構が設けられた医療機器の例として、たとえば特許文献３には、湾曲部を湾曲動
作させるためのワイヤが接続されたボール軸と、このボール軸に接続された操作レバーと
を備え、ボール軸上に設けられた操作レバーを倒してワイヤを牽引することによって湾曲
部を湾曲動作させる内視鏡装置が記載されている。
　また、特許文献４には、内視鏡の先端部を細径化するために、内視鏡の湾曲部における
関節部分を連結するリベットの位置に対してワイヤの位置を湾曲部の円周方向に４５°だ
けオフセットすることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１６８８８２号公報
【特許文献２】特開２００４－３５８０１２号公報
【特許文献３】国際公開２００６／１２６２６５
【特許文献４】日本国特開２０００－２３９０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来、内視鏡装置を用いて生体組織に対して処置を行う場合に、内視鏡装置を片手に持ち
、反対側の手で内視鏡用処置具を持って内視鏡装置と内視鏡用処置具とを同時に使用する
場合がある。このとき、処置対象部位に対して内視鏡用処置具の処置部を移動させるため
に内視鏡装置の湾曲部を湾曲させることがあるが、従来の内視鏡装置では２つのアングル



(4) JP WO2011/136366 A1 2011.11.3

10

20

30

40

50

ノブを回動させることで互いに直交する二軸方向のそれぞれの湾曲操作を入力するので、
アングルノブの回動と湾曲部の湾曲方向とが把握しにくい場合がある。
従来、内視鏡装置において上下左右に湾曲可能な湾曲部には、湾曲部の周方向に９０°づ
つ離れた４つのアングルワイヤを配置するのが一般的であった。また、可撓部の内部にお
いても同様な位置関係で４つのアングルワイヤを配置するのが一般的である。一方、内視
鏡装置の湾曲部において９０°づつ離れて配置されたアングルワイヤをそれぞれ４５°だ
けオフセットできることは日本国特開２０００－２３９０８号公報に記載されているが、
湾曲部の周方向に９０°づつ離れた位置関係とは異なる位置関係となるようなオフセット
をアングルワイヤのそれぞれに対して試みると、アングルワイヤの牽引量と湾曲部の湾曲
量とがアングルワイヤごとに変わってしまうため操作部における操作量と湾曲部における
湾曲量が湾曲方向ごとに異なってしまい、操作感が低下する可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様は、被操作部を操作するための第一の駆動力が入力される第一入力
部と、前記第一入力部と前記被操作部とに接続され、前記第一入力部に入力された前記第
一の駆動力を前記被操作部へ伝達する第一伝達手段と、前記被操作部を操作するための第
二の駆動力が入力される第二入力部と、前記第二入力部と前記第一入力部とに接続され、
前記第二入力部から前記第一入力部へ前記第二の駆動力を伝達する第二伝達手段と、を備
え、前記第一伝達手段は、前記第二伝達手段によって前記第二入力部から伝達された前記
第二の駆動力を前記被操作部へ伝達する操作機構である。
　本発明の第２の態様は、体腔内へ挿入される挿入部と、前記挿入部における挿入方向の
先端に設けられ、湾曲動作する筒状の湾曲部と、前記湾曲部を湾曲させるために前記挿入
部における挿入方向の基端に設けられた操作部と、前記操作部に設けられ、前記湾曲部を
湾曲動作させるための第一の駆動力が入力される第一入力部と、前記第一入力部と前記湾
曲部とに接続され、前記第一入力部によって牽引されることによって前記第一の駆動力を
前記湾曲部へ伝達する操作ワイヤと、前記操作部に設けられ、前記湾曲部を湾曲動作させ
るための第二の駆動力が入力される第二入力部と、前記第二入力部と前記第一入力部とに
接続され、前記第二入力部から前記第一入力部へ前記第二の駆動力を伝達する第二伝達手
段と、を備え、前記操作ワイヤは、前記第二伝達手段によって第二入力部から伝達された
前記第二の駆動力を前記湾曲部へ伝達する内視鏡装置である。
　本発明の第３の態様は、直線状の第一揺動軸と、前記第一揺動軸に対して直交する第二
揺動軸とをそれぞれ揺動中心として揺動する揺動部材と、前記揺動部材に形成され、前記
第二揺動軸上において前記第一揺動軸と前記第二揺動軸との交点から離れた位置に中心を
有する略円柱面状の外周面が形成された円弧部と、線状に形成され中間部が前記円弧部に
巻き回された可撓性のワイヤと、を備える操作機構である。
　本発明の第４の態様は、直線状の第一揺動軸と、前記第一揺動軸に対して直交する第二
揺動軸とをそれぞれ揺動中心として揺動する揺動部材と、前記揺動部材に形成され、前記
第二揺動軸上において前記第一揺動軸と前記第二揺動軸との交点から離れた位置に中心を
有する略円柱面状の外周面が形成された円弧部と、線状に形成され中間部が前記円弧部に
巻き回された可撓性のワイヤと、を備える操作機構と、体内へ挿入される挿入部と、前記
挿入部における挿入方向の先端に設けられ、前記ワイヤの一端が固定され、湾曲動作する
筒状の湾曲部と、前記挿入部の基端に設けられ、前記操作機構が内部に配置された操作部
と、を備える医療機器である。
　本発明の第５の態様は、直線状の第一揺動軸と、前記第一揺動軸に対して直交する第二
揺動軸とをそれぞれ揺動中心として揺動する揺動部材と、前記揺動部材に形成され、前記
第二揺動軸上において前記第一揺動軸と前記第二揺動軸との交点から離れた位置に中心を
有する略円柱面状の外周面が形成された円弧部と、線状に形成され中間部が前記円弧部に
巻き回された可撓性のワイヤと、前記揺動部材に形成され、前記円弧部に対して前記交点
が間に位置するように対向し、前記第二揺動軸を中心とする略円柱面状の外周面を有する
第二円弧部と、線状に形成され中間部が前記第二円弧部に巻き回された可撓性の第二ワイ
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ヤと、を備える操作機構と、体内へ挿入される挿入部と、前記挿入部における挿入方向の
先端に設けられ、前記ワイヤおよび前記第二ワイヤが内部に挿通され、湾曲動作する筒状
の湾曲部と、前記挿入部の基端に設けられ、前記操作機構が内部に配置された操作部と、
を備え、前記ワイヤは前記湾曲部の周縁部において互いに離間する２箇所に配置され、前
記第二ワイヤは前記湾曲部の周縁部において互いに離間する２箇所に配置され、前記湾曲
部の中心軸線に直交する断面において、前記ワイヤを結ぶ直線と前記第二ワイヤを結ぶ直
線とは平行に配置され、前記断面における前記ワイヤの間隔をａ、前記断面における前記
ワイヤと前記第二ワイヤとの間隔をｂ、前記断面における前記第二ワイヤの間隔をｃ、前
記揺動部材における前記円弧部の直径をＡ、前記第二揺動軸方向における前記円弧部と前
記第二円弧部との距離をＢ、前記第二円弧部の直径をＣ、としたときに、ａ：ｂ＝Ｂ：Ａ
、且つａ：ｃ＝Ａ：Ｃを満たす医療機器である。
【発明の効果】
【０００６】
傾倒入力部、及び傾倒入力部に取り付けられた内視鏡用処置具によって、内視鏡装置の湾
曲部の湾曲動作と、内視鏡用処置具の突出及び回動動作とを行うことができる。
【０００７】
　また、回動入力部に加えて傾倒入力部を備えているので、傾倒入力部を用いて回動入力
部における回動よりも直感的に湾曲部を操作することができる。
【０００８】
　また、回動入力部は回動軸Ｏ２周りに自在に回転できるのに対して傾倒入力部は一定の
可動範囲内で操作スティックが傾倒できるものであるが、傾倒入力部がクラッチ機構を備
えているので、回動入力部が回動軸Ｏ２回りに回動されても、操作スティックが中立位置
にあれば操作スティックが動かされることがない。その結果、操作スティックの無用な動
作を抑えることができ、さらに、操作スティックが可動範囲と関係なく回動入力部を操作
することができる。
【０００９】
　また、操作スティックを所定角度だけ傾倒操作することによって操作ワイヤを牽引する
長さが回動入力部を所定角度だけ回動させることによって操作ワイヤを牽引する長さより
も短いので、操作スティックを用いて湾曲部の微細な湾曲動作を精度良く行うことができ
る。また、操作スティックに内視鏡用処置具が取り付けられて使用されるときには、処置
対象部位に対して内視鏡用処置具の処置部をわずかに移動させることがあるが、この場合
に、処置部を精度良く処置対象部位に対して移動させることができる。
【００１０】
　また、操作スティックを中立位置へ向けて付勢するコイルスプリングが設けられている
ので、簡素な構成で中立位置に操作スティックを位置決めすることができる。
【００１１】
　また、操作スティックが筒状に形成されて処置具チャンネルの内部と連通されているの
で、操作スティックに内視鏡用処置具の操作部を挿入して、操作部や把持部を把持しなが
ら操作スティックを傾倒させることができる。その結果、内視鏡用処置具の操作と内視鏡
装置の操作とを内視鏡装置の把持部を持つ手と反対の手でも行うことができ、従来は介助
者に行わせていた処置具操作部の操作も内視鏡装置を操作する術者自身で行えるようにな
る。
【００１２】
　円板部材がスプロケットホイールであると、円板部材と駆動ワイヤとが滑ることを抑制
することができる。その結果、駆動ワイヤを介して操作ワイヤを確実に牽引して精度良く
湾曲部を湾曲させることができる。
　第一円弧部の直径Ａ、第二円弧部の直径Ｃ、および第一円弧部と第二円弧部との間の距
離Ｂと、先端節輪部材に固定された第一アングルワイヤの両端間の距離ａ、先端節輪部材
に固定された第二アングルワイヤの両端間の距離ｃ、先端節輪部材における第一アングル
ワイヤと第二アングルワイヤとの間の距離ｂとの間の関係が、距離ａ：距離ｂ＝距離Ａ：
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直径Ｂであり、且つ距離ａ：距離ｃ＝直径Ａ：直径Ｃになっているので、湾曲部における
第一アングルワイヤおよび第二アングルワイヤの配置を湾曲部の周方向に９０°ずつ離れ
た配置以外の配置としても、傾倒入力部を傾倒させた角度と湾曲部が湾曲する角度とを傾
倒入力部を傾倒させる方向によらず一致させることができる。その結果、湾曲部および可
撓部における第一アングルワイヤおよび第二アングルワイヤの配置の自由度を操作部の操
作感を損なうことなく高めることができる。
　また、湾曲部および可撓部の内部における第一アングルワイヤおよび第二アングルワイ
ヤの配置の自由度を高めることができることによって、湾曲部および可撓部をより細径化
することができる。
　また、揺動部材が、第一揺動軸Ｏ１上に球心を有する略球状であるので、揺動部材を球
心回りに揺動させて第一アングルワイヤおよび第二アングルワイヤを牽引することができ
る。
　また、円柱面形状の外周面を有する円板状にそれぞれ形成された第一ワイヤガイドと第
二ワイヤガイドとが揺動部材に設けられているので、第一アングルワイヤと第二アングル
ワイヤとが第一ワイヤガイドおよび第二ワイヤガイドのそれぞれの外周面に支持され、こ
れにより、第一アングルワイヤおよび第二アングルワイヤが揺動部材から脱落するのを抑
制することができる。
　また、第一ワイヤガイドと第二ワイヤガイドとが、第一円弧部と第二円弧部とのそれぞ
れの直径と直径が等しい円板状であるので、第一アングルワイヤおよび第二アングルワイ
ヤを牽引するときの操作感を、プーリの外周に沿ってワイヤを牽引した場合と同様の操作
感とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】図１Ａは、本実施形態の操作機構を備える内視鏡装置を示す斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本実施形態の操作機構を備える内視鏡装置の一部の構成を示す斜視
図である。
【図２】図２は、同操作機構の構成を示す分解斜視図である。
【図３】図３は、同操作機構における傾倒入力部（第二入力部）の構成を示す斜視図であ
る。
【図４】図４は、図３のＡ－Ａ線における断面図で、同傾倒入力部における第一揺動機構
５４の構成を示す図である。
【図５】図５は、同傾倒入力部におけるコイルスプリング（中立機構）の作用を説明する
ための説明図である。
【図６】図６は、図４のＢ－Ｂ線における断面図で、同傾倒入力部の作用を説明するため
の図である。
【図７】図７は、図４のＢ－Ｂ線における断面図で、同傾倒入力部の作用を説明するため
の図である。
【図８】図８は、同内視鏡装置の使用時の動作を説明するための動作説明図である。
【図９】図９は、本発明の一実施形態の内視鏡装置を示す正面図である。
【図１０】図１０は、図１のＸ１矢視図である。
【図１１】図１１は、図２のＸ２－Ｘ２線における断面図である。
【図１２】図１２は、図３のＸ３－Ｘ３線における断面図である。
【図１３】図１３は、同内視鏡装置における操作部の内部構成を示す部分断面図である。
【図１４】図１４は、同内視鏡装置における操作機構の構成を示す斜視図である。
【図１５】図１５は、同内視鏡装置における操作機構の動作を説明するための動作説明図
である。
【図１６】図１６は、本実施形態の変形例１の操作機構の一部の構成を示す側面図である
。
【図１７】図１７は、本実施形態の変形例２の操作機構の一部の構成を示す側面図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の第一の実施形態の操作機構３２について、操作機構３２を備える内視鏡装置１
とともに、図１Ａないし図８を参照して説明する。図１Ａは、本実施形態の操作機構３２
を備える内視鏡装置１を示す斜視図である。また、図１Ｂは、内視鏡装置１の一部（図１
Ａに示すＰ部分）を示す拡大図である。また、図２は、操作機構３２の構成を示す分解斜
視図である。また、図３は、操作機構３２における傾倒入力部（第二入力部）５０の構成
を示す斜視図である。また、図４は、図３のＡ－Ａ線における断面図で、傾倒入力部５０
における第一揺動機構５４の構成を示す図である。また、図５は、傾倒入力部５０におけ
るコイルスプリング（中立機構）５２の作用を説明するための説明図である。また、図６
及び図７は、図４のＢ－Ｂ線における断面図で、傾倒入力部５０の作用を説明するための
図である。また、図８は、内視鏡装置１の使用時の動作を説明するための動作説明図であ
る。
【００１５】
　図１Ａ及び図１Ｂに示すように、内視鏡装置１は、体腔内を観察するものであり、挿入
部１０と、操作部３０とを備えている。
【００１６】
　挿入部１０は、先端１０Ａ側から体腔内へ挿入される。挿入部１０は、挿入本体１１と
、湾曲部（被操作部）１３と、観察手段１４とを備えている。
【００１７】
　挿入本体１１は、略筒状に形成されており、可撓性を有している。挿入本体１１の内部
には、体腔内で処置を行う内視鏡用処置具１００（図８参照）の挿通用通路となり挿入部
１０の先端１０Ａから操作部３０へ延ばして形成された筒状の処置具チャンネル１２と、
後述する第一伝達部２０の操作ワイヤ２２、２３とが配置されている。
【００１８】
　湾曲部１３は、挿入部１０の挿入方向における先端１０Ａ側において、挿入本体１１の
先端１１Ａに設けられている。湾曲部１３の形状は、挿入本体１１の内部と連通された筒
状である。湾曲部１３は、湾曲動作されることによって、湾曲部１３の基端１３Ｂに対す
る先端１３Ａの向きを変えることができる。
【００１９】
　観察手段１４は、湾曲部１３の先端１３Ａ側に設けられている。観察手段１４は、例え
ばＣＣＤやＣＭＯＳエリアイメージセンサを備え、体腔内を観察するために撮像視野内の
映像を撮像する。観察手段１４は、挿入本体１１の内部に挿通された信号線１４Ａ及び操
作部３０に接続されたユニバーサルケーブルＣと電気的に接続されており、体外に配置さ
れた図示しない表示装置に映像が表示される。
【００２０】
　操作部３０は、挿入部１０の中心軸線Ｏ１回りに挿入部１０を回動させたり湾曲部１３
を湾曲させたりする。操作部３０は、挿入部１０の挿入方向における基端１０Ｂに固定さ
れ、把持部３１と、操作機構３２とを備えている。
【００２１】
　把持部３１は、内視鏡装置１の操作者によって把持される。把持部３１の外形形状は、
挿入部１０と略同軸をなす略円柱形状である。
　操作機構３２は、湾曲部１３を湾曲動作させる。操作機構３２は、回動入力部（第一入
力部）４０と、傾倒入力部（第二入力部）５０とを備えている。
【００２２】
　図１Ｂ及び図２に示すように、回動入力部４０は、湾曲部１３を湾曲動作させるための
第一の駆動力が回動軸Ｏ２回りに回動することで入力される。回動入力部４０は、湾曲部
１３の基端１３Ｂに対して湾曲部１３の先端１３Ａを、湾曲部１３の中心軸線Ｏ１Ａに対
して直交する第一方向Ａ１、第二方向Ａ２へ向けるための第一回動入力部４１と、中心軸
線Ｏ１Ａに対して直交し且つ第一方向Ａ１、第二方向Ａ２に対して直交する第三方向Ａ３
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、第四方向Ａ４（図８参照）へ、湾曲部１３の基端１３Ｂに対して湾曲部１３の先端１３
Ａを向けるための第二回動入力部４５とを備えている。
【００２３】
第一回動入力部４１は、第一アングルノブ４２と、第一アングルノブ４２と同軸をなして
第一アングルノブ４２に取り付けられた円板部材４３と、円板部材４３に固定された第一
プーリ４４とを備えている。
【００２４】
第一アングルノブ４２は、回動軸Ｏ２回りに回動する。第一アングルノブ４２の形状は、
回動軸Ｏ２に対して直交する面に沿う略円板形状であり、滑り止めのための凹凸が外周に
形成されている。
【００２５】
　円板部材４３は、回動軸Ｏ２を中心とする円板形状であり、その外周に後述する駆動ワ
イヤ２４を巻き回すことができるようになっている。
【００２６】
第一プーリ４４は、円板部材４３の中心（回動軸Ｏ２）と同軸をなすように円板部材４３
に固定され、円板部材４３と一体に回動軸Ｏ２回りに回動する。第一プーリ４４の形状は
、回動軸Ｏ２を中心とする円板形状である。第一プーリ４４の外周には、後述する入力ワ
イヤ８５を巻き回すことができるようになっている。本実施形態では、第一プーリ４４の
プーリ径は、円板部材４３のプーリ径と等しい。なお、第一プーリ４４のプーリ径は、円
板部材４３のプーリ径と異なっていても構わない。
【００２７】
第二回動入力部４５は、第二アングルノブ４６と、第二アングルノブ４６と同軸をなして
第二アングルノブ４６に取り付けられた円板部材４７と、円板部材４７に固定された第一
プーリ４８とを備えている。
【００２８】
第二アングルノブ４６は、回動軸Ｏ２回りに回動する。第二アングルノブ４６は、第一ア
ングルノブ４２の直径より直径が小さい略円板形状に形成されており、第一アングルノブ
４２と同様に滑り止めのための凹凸が外周に形成されている。また、第二アングルノブ４
６と第一アングルノブ４２とは操作部３０の外面に重ねて取り付けられている。
【００２９】
円板部材４７は、円板部材４３と同様に回動軸Ｏ２を中心とする円板形状の部材である。
円板部材４７の外周は、後述する駆動ワイヤ２５を巻き回すことができるようになってい
る。
【００３０】
第一プーリ４８は、回動軸Ｏ２を中心とする円板形状の部材であり、その外周には、後述
する入力ワイヤ８６が係合できる。第一プーリ４８の外周と入力ワイヤ８５とは、摩擦に
よって係合されている。本実施形態では、第一プーリ４８は第一プーリ４４と同形同大に
形成されている。なお、第一プーリ４８と第一プーリ４４との形状及び大きさは異なって
いても構わない。
【００３１】
図３に示すように、傾倒入力部５０は、湾曲部１３（図１Ｂ参照）を湾曲動作させるため
の第二の駆動力が所定の中立位置から傾倒することで入力される。傾倒入力部５０は、操
作スティック５１と、コイルスプリング（中立機構）５２と、第一揺動機構５４と、第二
揺動機構６９とを備えている。
【００３２】
操作スティック５１は筒状に形成されている。操作スティック５１の内径の大きさは、内
視鏡用処置具１００（図８参照）の挿入部１０２及び操作部１０３の外径以上の大きさで
ある。このため、操作スティック５１の内部には、内視鏡用処置具１００（図８参照）の
挿入部１０２を挿入し、内視鏡用処置具１００の操作部１０３をはめ込むことができる。
また、操作スティック５１の内部形状は軸方向に対して直交する断面形状が円形に形成さ
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れている。このため、操作スティック５１は、内視鏡用処置具１００の操作部１０３を、
操作スティック５１の内部で回動させることができる。
【００３３】
図４に示すように、操作スティック５１は、処置具チャンネル１２に対して、操作スティ
ック５１の内部に挿通された挿入部１０２を処置具チャンネル１２に挿通したときに挿入
部１０２が捩じれない位置に配置されている。
【００３４】
操作スティック５１の内部には、操作スティックの中心軸線Ｏ３と同軸状をなす貫通孔が
形成されたセンタリング部材５３Ａが設けられている。センタリング部材５３Ａにおける
操作スティック５１の先端５１Ａに向けられた側には、処置具チャンネル１２を構成する
チューブが接続されており、センタリング部材５３Ａの貫通孔と処置具チャンネル１２の
内腔とは連通されている。センタリング部材５３Ａは、操作スティック５１の先端５１Ａ
と反対側に向けられた側に、中央に向かうにしたがって操作スティック５１の先端５１Ａ
側に向かうテーパー面が形成されている。センタリング部材５３Ａによって、内視鏡用処
置具１００の挿入部１０２をテーパー面に沿わせて貫通孔へ案内できるので、内視鏡用処
置具１００の挿入部１０２を操作スティック５１の中心軸線Ｏ３に沿わせることができる
。
【００３５】
図５に示すように、コイルスプリング５２は、一端が操作スティック５１の端部に固定さ
れ、他端が第一揺動機構５４における後述するフレーム５５に固定された引っ張りばねで
ある。これにより、操作スティック５１に外力がかかっていない状態においては、操作ス
ティック５１は、コイルスプリング５２の中心軸線が直線状となる向きにコイルスプリン
グ５２によって支持される。このときの操作スティック５１の位置が、操作スティック５
１の中立位置である。
【００３６】
　図４に示すように、第一揺動機構５４は、フレーム５５と、フレーム５５に揺動可能に
連結された揺動部材５６と、フレーム５５に連結されているとともに揺動部材５６にはめ
込まれた第二プーリ６０と、揺動部材５６及び第二プーリ６０と接触可能に設けられたク
ラッチ機構６３とを備えている。
【００３７】
　フレーム５５は、操作部３０（図１Ａ参照）に固定され、揺動部材５６、第二プーリ６
０、及びクラッチ機構６３を支持する。フレーム５５は、互いに平行に設けられた一対の
板状部５５Ａ、５５Ｂを有している。板状部５５Ａには、揺動部材５６を回動可能に支持
するための貫通孔５５Ｃが形成されている。また、板状部５５Ｂには、第二プーリ６０を
回動可能に支持するための貫通孔５５Ｄが形成されている。貫通孔５５Ｃと貫通孔５５Ｄ
とは同軸状に配置されており、揺動部材５６と第二プーリ６０とは、貫通孔５５Ｃと貫通
孔５５Ｄとの中心軸線（回動軸Ｏ４）回りに回動自在にフレーム５５に支持されている。
【００３８】
　揺動部材５６は、操作スティック５１が中立位置から傾倒されることで回動軸Ｏ４回り
に回動する。揺動部材５６には、貫通孔部５６Ｂが形成された揺動本体５６Ａと、連結軸
５６Ｃと、クラッチ係合部５７と、支持部材５８と、互いに離間して設けられた２つの当
接部材５９（図３参照）とが形成されている。
【００３９】
　揺動本体５６Ａの形状は、回動軸Ｏ４に対して直交する方向に軸が延びる貫通孔部５６
Ｂが形成された角筒状である。また、揺動本体５６Ａの外面には、フレーム５５の板状部
５５Ａに形成された貫通孔に嵌合する突起が形成されている。揺動本体５６Ａに形成され
た貫通孔部５６Ｂの内部には操作スティック５１が挿通されている。貫通孔部５６Ｂの形
状は、軸方向に対して直交する断面形状が長方形状であり、貫通孔部５６Ｂにおけるこの
長方形状は、より詳しくは、長辺が回動軸Ｏ４と平行で、短辺の寸法が操作スティック５
１の直径と略等しい寸法の長方形状である。
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【００４０】
　連結軸５６Ｃは、揺動部材５６に対して操作スティック５１を、回動軸Ｏ４に直交する
回動軸Ｏ５回りに回動自在に支持する。連結軸５６Ｃは、操作スティック５１の外壁を貫
通し、貫通孔部５６Ｂを上記短辺の方向へ横断して形成されている。連結軸５６Ｃには、
内視鏡用処置具１００の挿入部１０２が挿通可能な内径の貫通孔５６Ｄが形成されており
、この貫通孔５６Ｄを通じて内視鏡用処置具の挿入部を操作スティック５１から処置具チ
ャンネル１２へ通すことができるようになっている。
【００４１】
　クラッチ係合部５７は、回動軸Ｏ４を中心とする円柱形状に形成されている。クラッチ
係合部５７には、クラッチ係合部５７と同軸をなす円柱形状の嵌合軸５７Ａが形成されて
いる。嵌合軸５７Ａの直径の大きさは、クラッチ係合部５７の直径の大きさよりも小さい
。
【００４２】
支持部材５８は、回動軸Ｏ４と平行な中心軸線（回動軸Ｏ６）を中心とする円柱形状に形
成されている。
【００４３】
２つの当接部材５９は、それぞれ回動軸Ｏ４と平行な方向へ長い角柱形状に形成されてい
る。２つの当接部材５９において対向する壁面は、互いに平行に形成されている。
【００４４】
第二プーリ６０は、円筒形状のクラッチ係合部６１と、クラッチ係合部６１と同軸状をな
すプーリ部６２とを有している。
【００４５】
クラッチ係合部６１は、嵌合軸５７Ａが挿入される嵌合孔６１Ａを有している。また、ク
ラッチ係合部６１の外径寸法は、クラッチ係合部５７の外径寸法と等しい。クラッチ係合
部６１における嵌合孔６１Ａの内径寸法は、嵌合軸５７Ａの外径寸法よりもわずかに大き
く、第二プーリ６０は、揺動部材５６のクラッチ係合部５７に対して回動軸Ｏ４回りに回
動自在に連結されている。
【００４６】
図２ないし図４に示すように、プーリ部６２は、回動軸Ｏ４を中心とする円周上に後述す
る第二伝達部８４の入力ワイヤ８５が巻きまわされている。プーリ部６２と入力ワイヤ８
５とは摩擦によって係合されている。プーリ部６２のプーリ径ｄ２は、回動入力部４０に
おける第一プーリ４４のプーリ径ｄ１よりも小さいことが好ましい。
【００４７】
クラッチ機構６３は、クラッチばね６４と、解除機構６５とを備えている。
【００４８】
図３及び図６に示すように、クラッチばね６４は、板材が略筒状に湾曲され、周方向にお
ける両端部６４Ａ、６４Ｂが筒の径方向外側へ向けて折り曲げられた形状に形成されてい
る。また、クラッチばね６４は、弾性を有する材料によって形成されている。クラッチば
ね６４の両端部６４Ａ、６４Ｂは、後述するクラッチ開き部材６８が間に位置するように
、２つの当接部材５９の間に挿入されている。
【００４９】
図４に示すように、クラッチばね６４は、固定ネジ６４Ｃによってクラッチ係合部５７と
連結されている。クラッチばね６４とクラッチ係合部５７とは固定されている必要はなく
、回動軸Ｏ４回りにクラッチばね６４とクラッチ係合部５７とが相対回動しないように位
置決めされていればよい。
【００５０】
クラッチばね６４の筒の内径は、外力がかけられていない自然状態においてクラッチ係合
部５７、６１の外径よりも小さい。これにより、クラッチばね６４は、クラッチ係合部５
７、６１をクラッチばね６４の弾性力によって締め付けることによって、揺動部材５６と
第二プーリ６０とを連結できるようになっている。クラッチばね６４は、クラッチ係合部
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５７、６１をクラッチばね６４の弾性力によって締め付けているときには、クラッチ係合
部５７、６１とクラッチばね６４とを摩擦によって係合させ、揺動部材５６と第二プーリ
６０とを回動軸Ｏ４回りに一体に回動可能に連結できる。
【００５１】
図４に示すように、解除機構６５は、クラッチ係合部５７及びクラッチ係合部６１に対す
るクラッチばね６４の締め付けを解除する。解除機構６５は、支持部材５８に挿通された
クラッチ開き部材６８と、フレーム５５に固定された解除部材６６と、を備えている。
【００５２】
図６及び図７に示すように、クラッチ開き部材６８は、支持部材５８に対して回動軸Ｏ６
回りに回動自在に支持されている。クラッチ開き部材６８の形状は、回動軸Ｏ６に対して
直交する断面における外形形状が長円形状で回動軸Ｏ６方向に延びた筒状である。また、
回動軸Ｏ６に対して直交する断面におけるクラッチ開き部材６８の寸法は、クラッチばね
６４がクラッチ係合部５７、６１を締め付けているときの両端部６４Ａ、６４Ｂの間の距
離ｗ１よりも最大寸法Ｘ１が大きく、最小寸法Ｘ２は前記距離ｗ１以下である。
【００５３】
図４及び図６に示すように、回動軸Ｏ６回りにクラッチ開き部材６８が回動すると、クラ
ッチ開き部材６８の外面によってクラッチばね６４の両端部６４Ａ、６４Ｂは押圧され、
両端部６４Ａ、６４Ｂとの距離は距離ｗ１より大きくなる。すると、クラッチばね６４が
弾性変形されてクラッチばね６４の筒の内径寸法が大きくなる。これにより、クラッチば
ね６４はクラッチ係合部５７及びクラッチ係合部６１の外周面から離間する。その結果、
揺動部材５６と第二プーリ６０とは回動軸Ｏ４回りに相対回動自在になる。
【００５４】
図３及び図４に示すように、解除部材６６は、軸Ｏ４方向視でクラッチばね６４及びクラ
ッチ開き部材６８を囲む門型に形成されている。解除部材６６は、フレーム５５から延び
互いに平行な脚部６６Ａ、６６Ｂと、脚部６６Ａと脚部６６Ｂとの突端に架け渡されるよ
うに形成された梁部６６Ｃとを有している。梁部６６Ｃの中央には回動軸Ｏ４へ向けて突
出された当接突起６７が形成されている。
【００５５】
図３及び図６に示すように、当接突起６７は、クラッチ開き部材６８に向かうにしたがっ
て幅が狭くなるＶ字形状に形成されている。また、当接突起６７の突出端６７Ａは、梁部
６６Ｃと支持部材５８との間に位置しており、操作スティック５１が中立位置にあるとき
に当接突起６７の外面がクラッチ開き部材６８の外面に当接する。これにより、操作ステ
ィック５１が中立位置から傾倒されたときには傾倒入力部５０から後述する入力ワイヤ８
５へ第二の駆動力を伝達して傾倒入力部５０と入力ワイヤ８５とを連動させることができ
、傾倒入力部５０が中立位置にあるときには傾倒入力部５０と入力ワイヤ８５との連動を
解除できるようになっている。
【００５６】
第二揺動機構６９は、第一揺動機構５４と略同様の形状を有しているが、第一揺動機構５
４における回動軸Ｏ４に直交する回動軸Ｏ７（図２参照）回りに揺動部材５６及び第二プ
ーリ６０Ａが回動する点と、揺動部材５６には操作スティック５１は挿入されておらず、
操作スティック５１と係合された延長部材７０が取り付けられている点とが異なっている
。以下、第一揺動機構５４と同一の構成要素には同じ符号を付して重複する説明を省略す
る。
【００５７】
第二プーリ６０Ａは、第二プーリ６０と同形同大であるが、後述する第二伝達部８４の入
力ワイヤ８６が巻きまわされている点が異なっている。
【００５８】
延長部材７０は、操作スティック５１と揺動部材５６とを連結する。延長部材７０は、一
端が揺動部材５６に固定されており、他端は操作スティック５１が挿通される貫通孔部７
０Ａが設けられた枠状に形成されている。
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【００５９】
貫通孔部７０Ａは、操作スティック５１が回動軸Ｏ７回りに傾倒されたときに当接する一
対の壁部７１が形成されている。一対の壁部７１の距離は操作スティック５１の直径と略
等しい。
【００６０】
本実施形態では、傾倒入力部５０は、操作スティック５１を、中立位置から予め定められ
た一定の可動範囲内で傾倒させることができる。
【００６１】
また、図１及び図２に示すように、操作機構３２は、回動入力部４０と湾曲部１３とに接
続された第一伝達部（第一伝達手段）２０と、回動入力部４０と傾倒入力部５０とに接続
された第二伝達部（第二伝達手段）８４とを備えている。
【００６２】
第一伝達部２０は、回動入力部４０に入力された第一の駆動力を湾曲部１３へ伝達する。
第一伝達部２０は、円板部材４３に掛けられた駆動ワイヤ２４と、駆動ワイヤ２４の両端
と湾曲部１３とにそれぞれ端部が固定された２本の操作ワイヤ２２と、円板部材４７に掛
けられた駆動ワイヤ２５と、駆動ワイヤ２５の両端にそれぞれ端部が固定された２本の操
作ワイヤ２３とを備えている。
【００６３】
操作ワイヤ２２、２３は、湾曲部１３の先端１３Ａにそれぞれ固定された例えばより線状
に形成された可撓性のワイヤである。操作ワイヤ２２、２３の材質としては、例えばステ
ンレス鋼を採用することができる。操作ワイヤ２２、２３は、回動入力部４０の円板部材
４３、４７が回動されることによって駆動ワイヤ２４、２５を介して牽引され、これによ
り、第一の駆動力を湾曲部１３へ伝達できる。操作ワイヤ２２、２３によって、牽引され
る操作ワイヤに対応する湾曲方向へ湾曲部１３を湾曲動作させることができる。
【００６４】
図２に示すように、第二伝達部８４は、傾倒入力部５０と回動入力部４０とに接続され、
傾倒入力部５０から回動入力部４０へ第二の駆動力を伝達する。第二伝達部８４は、回動
入力部４０の第一プーリ４４、４８に掛け回されて接続された入力ワイヤ８５、８６を備
える。
【００６５】
入力ワイヤ８５、８６は、傾倒入力部５０に入力された第二の駆動力を回動入力部４０へ
伝達する。入力ワイヤ８５、８６は、例えばより線状に形成された可撓性のワイヤである
。入力ワイヤ８５、８６の材質としては、例えばステンレス鋼を採用することができる。
入力ワイヤ８５は、第一揺動機構５４の第二プーリ６０に巻き回されている。また、入力
ワイヤ８６は、第二揺動機構６９の第二プーリ６０Ａに巻き回されている。
【００６６】
円板部材４３と第一プーリ４４とは固定され、円板部材４７と第一プーリ４８とは固定さ
れているので、第二伝達部８４の入力ワイヤ８５、８６によって傾倒入力部５０から伝達
された第二の駆動力は、第一伝達部２０によって湾曲部１３へ伝達される。すなわち、湾
曲部１３は、第一の駆動力と第二の駆動力とのいずれかによって湾曲動作できる。
【００６７】
また、第二伝達部８４には、入力ワイヤ８５、８６の向きを第一プーリ４４、４８へ向け
るためのアングルローラ部８７が設けられている。
【００６８】
アングルローラ部８７は、円柱面形状の外周面が形成されたアングルローラ８８、８９を
有している。アングルローラ８８の外周面には入力ワイヤ８５が掛けられており、アング
ルローラ８９の外周面には入力ワイヤ８６が掛けられている。本実施形態では、アングル
ローラ８８、８９は、それぞれ円柱形状に形成されている。
【００６９】
以上に説明した構成の、本実施形態の内視鏡装置１の使用時の動作について説明する。
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【００７０】
内視鏡装置１の使用時には、まず、内視鏡装置１の挿入部１０を先端１０Ａ側から体腔内
へ操作者の手作業によって挿入する。そして、挿入部１０の先端１０Ａに設けられた観察
手段１４（図１参照）を用いて体腔内の映像を撮像し、観察手段１４によって撮像されて
外部の表示装置（不図示）に表示された映像を用いて処置対象部位を観察する。このとき
、操作者は回動入力部４０の第一アングルノブ４２及び第二アングルノブ４６を用いて湾
曲部１３を湾曲させ、挿入部１０の先端１０Ａを処置対象部位へ向けることができる。
【００７１】
図２及び図８に示すように、操作者は、処置対象部位の観察が終了したら、傾倒入力部５
０の操作スティック５１の内部に内視鏡用処置具１００の挿入部１０２を処置部１０１側
から挿入する。このとき、操作スティック５１の内部に設けられたセンタリング部材５３
Ａによって、連結軸５６Ｃの貫通孔５６Ｄに内視鏡用処置具１００の挿入部１０２は操作
スティック５１の中心軸線Ｏ３に沿って進み、処置具チャンネル１２の内部へ挿入される
。操作者は、処置具チャンネル１２の内部を通じて挿入部１０の先端１０Ａから処置部１
０１を突出させる。また、内視鏡用処置具１００の操作部１０３は、その一部が操作ステ
ィック５１の内部に挿入される。
【００７２】
内視鏡装置１に内視鏡用処置具１００が取り付けられたら、操作者は、一方の手で内視鏡
装置１の把持部３１を把持し、他方の手で内視鏡用処置具１００の把持部１０４を把持す
る。この状態で、操作者は、把持部１０４を把持しながら操作スティック５１を中立位置
から傾倒させる。すると、操作スティック５１を傾倒する方向に応じて第一揺動機構５４
及び第二揺動機構６９が揺動される。
【００７３】
例えば、第一揺動機構５４は、操作スティック５１が傾倒すると回動軸Ｏ４回りに揺動す
る。すると、図３及び図７に示すように、クラッチ機構６３のクラッチばね６４はクラッ
チ係合部５７、６１を締め付けることで揺動部材５６と第二プーリ６０とを連結する。こ
れにより、操作スティック５１を通じて操作者が入力した第二の駆動力は揺動部材５６か
ら第二プーリ６０へ伝達できる。クラッチばね６４が揺動部材５６と第二プーリ６０とを
連結しているときに操作者が操作スティック５１を傾倒させると、操作者が操作スティッ
ク５１を傾倒させる力はクラッチ機構６３のクラッチばね６４を介して第二プーリ６０を
回動する力に変換される。これにより、第二プーリ６０は回動軸Ｏ４回りに回動する。第
二プーリ６０が回動軸Ｏ４回りに回動すると、第二プーリ６０を回動する力は入力ワイヤ
８５を牽引する力に変換される。すると、第二プーリ６０によって入力ワイヤ８５は牽引
される。入力ワイヤ８５が牽引されると、入力ワイヤ８５がかけ回された第一プーリ４４
が回動軸Ｏ２回りに回動する。
【００７４】
ここで、プーリ部６２のプーリ径ｄ２は回動入力部４０における第一プーリ４４のプーリ
径よりも小さいので、プーリ部６２が回動軸Ｏ４回りに所定角度だけ回動されたとき、第
一プーリ４４は第二プーリ６０が回動された上述の所定角度よりも小さい角度だけ回動さ
れる。また、第一プーリ４４が回動されると、第一プーリ４４に固定された円板部材４３
も一体となって回動軸Ｏ２回りに回動する。これにより、円板部材４３に掛け回された駆
動ワイヤ２４が移動されて操作ワイヤ２２を牽引する。操作ワイヤ２２が牽引されると、
牽引される操作ワイヤに対応する湾曲方向へ湾曲部１３が湾曲される。
【００７５】
　同様に、操作スティック５１を回動軸Ｏ７回りに傾けると、操作ワイヤ２３が牽引され
、牽引される操作ワイヤに対応する湾曲方向へ湾曲部１３が湾曲される。
　このとき、操作スティック５１を所定角度だけ傾倒させたときに操作ワイヤ２２、２３
を牽引する長さは、回動入力部４０における第一アングルノブ４２及び第二アングルノブ
４６を前記所定角度だけ回動させたときに操作ワイヤ２２、２３を牽引する長さよりも小
さい。
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　その結果、操作スティック５１を用いて湾曲部１３を湾曲させるときには、第一アング
ルノブ４２及び第二アングルノブ４６を用いて湾曲部１３を湾曲させるときよりも湾曲角
度が小さくなり、内視鏡用処置具１００の処置部１０１を処置対象部位に対して微動させ
ることができる。
【００７６】
操作者が操作スティック５１から手を離したり、操作スティック５１にかける力を緩めた
りすると、操作スティック５１に固定されたコイルスプリング５２によって、操作スティ
ック５１は元の中立位置へ戻る。このとき、湾曲部１３は操作スティック５１が中立位置
まで戻る分だけ湾曲状態が変化する。操作スティック５１が中立位置に戻ると、クラッチ
開き部材６８は当接突起６７に接触して回動軸Ｏ６回りに回動する。すると、クラッチば
ね６４の両端部６４Ａ、６４Ｂの距離は距離ｗ１よりも押し広げられることでクラッチ係
合部５７とクラッチ係合部６１との連結が解除される（図６参照）。これにより、揺動部
材５６と第二プーリ６０とは再び回動軸Ｏ４回りに回動自在になる。
【００７７】
操作者による操作スティック５１への第二の駆動力の入力が第二揺動機構６９へ伝達され
るときには、操作スティック５１を傾倒させる力は、延長部材７０を介して第二揺動機構
６９の揺動部材６５を回動軸Ｏ７（図２参照）回りに回動させる力へ変換される。これに
より、第一揺動機構５４と同様の作用によって第二プーリ６０Ａは回動され、第二プーリ
６０Ａにかけ回された入力ワイヤ８６を介して第一プーリ４８が回動軸Ｏ２回りに回動す
る。その結果、第一プーリ４８によって円板部材４７が回動軸Ｏ２回りに回動され、駆動
ワイヤ２５を介して操作ワイヤ２３によって湾曲部１３が湾曲される。
【００７８】
操作者が、内視鏡用処置具１００の操作部１０３を操作スティック５１の中心軸方向（図
８に示すＺ１、Ｚ２方向）へ進退移動させると、内視鏡用処置具１００が内視鏡装置１の
挿入部１０の先端１０Ａから突出される量が変化する。また、内視鏡用処置具１００の操
作部１０３を操作スティック５１の中心軸回り（図８に示すＹ１、Ｙ２方向）に回動させ
ると、内視鏡用処置具１００の処置部１０１は内視鏡用処置具１００の挿入部１０２の軸
回りに回動する。
【００７９】
このように、傾倒入力部５０、及び傾倒入力部５０に取り付けられた内視鏡用処置具１０
０によって、内視鏡装置１の湾曲部１３の湾曲動作と、内視鏡用処置具１００の突出及び
回動動作とを行うことができる。
【００８０】
従来、内視鏡装置を用いて生体組織に対して処置を行う場合に、内視鏡装置を片手に持ち
、反対側の手で内視鏡用処置具を持って内視鏡装置と内視鏡用処置具とを同時に使用する
場合がある。このとき、処置対象部位に対して内視鏡用処置具の処置部を移動させるため
に内視鏡装置の湾曲部を湾曲させることがあるが、従来の内視鏡装置では２つのアングル
ノブを回動させることで互いに直交する二軸方向のそれぞれの湾曲操作を入力するので、
アングルノブの回動と湾曲部の湾曲方向とが把握しにくい場合がある。
【００８１】
これに対して、本実施形態の操作機構３２を備える内視鏡装置１によれば、回動入力部４
０に加えて傾倒入力部５０を備えているので、傾倒入力部５０を用いて回動入力部４０に
おける回動よりも直感的に湾曲部１３を操作することができる。
【００８２】
また、回動入力部４０は回動軸Ｏ２周りに自在に回転できるのに対して傾倒入力部５０は
一定の可動範囲内で操作スティック５１が傾倒できるが、傾倒入力部５０がクラッチ機構
６３を備えているので、回動入力部４０が回動軸Ｏ２回りに回動されても、操作スティッ
ク５１が中立位置にあれば操作スティック５１が動かされることがない。その結果、操作
スティック５１の無用な動作を抑えることができ、さらに、操作スティック５１が可動範
囲と関係なく回動入力部４０を操作することができる。
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【００８３】
また、操作スティック５１を所定角度だけ傾倒操作することによって操作ワイヤ２２、２
３を牽引する長さが回動入力部を所定角度だけ回動させることによって操作ワイヤ２２、
２３を牽引する長さよりも短いので、操作スティック５１を用いて湾曲部１３の微細な湾
曲動作を精度良く行うことができる。また、操作スティック５１に内視鏡用処置具１００
が取り付けられて使用されるときには、処置対象部位に対して内視鏡用処置具１００の処
置部１０１をわずかに移動させることがあるが、この場合に、処置部１０１を精度良く処
置対象部位に対して移動させることができる。
【００８４】
また、操作スティック５１を中立位置へ向けて付勢するコイルスプリング５２が設けられ
ているので、簡素な構成で中立位置に操作スティック５１を位置決めすることができる。
【００８５】
また、操作スティック５１が筒状に形成されて処置具チャンネル１２の内部と連通されて
いるので、操作スティック５１に内視鏡用処置具１００の操作部１０３を挿入して、操作
部１０３や把持部１０４を把持しながら操作スティック５１を傾倒させることができる。
その結果、内視鏡用処置具１００の操作と内視鏡装置１の操作とを内視鏡装置１の把持部
３１を持つ手と反対の手でも行うことができ、従来は介助者に行わせていた処置具操作部
の操作も内視鏡装置１を操作する術者自身で行えるようになる。
【００８６】
以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はこれら実施例に限定されることは
ない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、及びその他の変更が
可能である。
【００８７】
例えば、上述の実施形態で説明した操作機構３２は、観察手段１４を備えない医療機器に
対しても好適に適用することができる。例えば、長尺な筒状で、内部に医療機器を挿通す
るルーメンを有し、体腔内への挿入方向の先端に湾曲動作する湾曲部が設けられたガイド
カテーテルにも本実施形態の操作機構３２と同様の構成を適用することができる。
【００８８】
また、円板部材４３、４７はスプロケットホイールであってもよい。この場合、駆動ワイ
ヤ２４及び２５はスプロケットホイールに噛み合う鎖状であることが好ましい。円板部材
４３、４７がスプロケットホイールであると、円板部材４３、４７と駆動ワイヤ２４、２
５とが滑ることを抑制することができる。その結果、駆動ワイヤ２４、２５を介して操作
ワイヤ２２、２３を確実に牽引して精度良く湾曲部１３を湾曲させることができる。
【００８９】
また、上述の実施形態で説明した操作機構３２は、回動動作によって駆動力が入力される
ものと傾倒動作によって駆動力が入力されるものの組み合わせに限られるものではない。
例えば、少なくともいずれかに可動範囲の制限がある２つの入力手段を同時に備える場合
に本実施形態で説明した操作機構は好適に適用できる。
　この他、本発明は前述した説明によって限定されることはなく、添付のクレームの範囲
によってのみ限定される。
【００９０】
本発明の第二の実施形態の操作機構および医療機器について説明する。以下では、本実施
形態の医療機器の例として、人体などを被検体とし、被検体の消化管内や体内において生
体組織に対して観察や処置をする内視鏡装置１０５について図面を参照して説明する。
【００９１】
図９は、内視鏡装置１０５を示す正面図である。また、図１０は、図９のＸ１矢視図であ
る。また、図１１は、図１０のＸ２－Ｘ２線における断面図である。また、図１２は、図
１１のＸ３－Ｘ３線における断面図である。また、図１３は、内視鏡装置１０５における
操作部３０５の内部構成を示す部分断面図である。また、図１４は、内視鏡装置１０５に
おける操作機構４０５の構成を示す斜視図である。
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【００９２】
図９に示すように、内視鏡装置１０５は、被検体の消化管や体腔に挿入される挿入部２０
５と、挿入部２０５の基端に連接され挿入部２０５に対する操作を行うための操作部３０
５と、操作部３０５の内部に設けられた操作機構４０５（図１３参照）と、を備えている
。
【００９３】
挿入部２０５は、挿入部２０５の先端に設けられた先端構成部５０５と、先端構成部５０
５の基端に連設された湾曲部６０５と、湾曲部６０５の基端と操作部３０５の先端とにそ
れぞれ連設された可撓管状の可撓部７０５とを備えている。
【００９４】
図１０に示すように、先端構成部５０５は、たとえばイメージセンサを有し先端構成部５
０５の前方の画像を撮像する撮像部８０５と、生体組織に対して処置を行う処置具を先端
から突出させるための第一突出開口部９０５および第二突出開口部１００５と、送気や送
水あるいは吸引を行うために開口されたポート１１０５とを有している。
【００９５】
説明を容易にするために、以下では、撮像部８０５側を上側ｕ、ポート１１０５側を下側
ｄ、第一突出開口部９０５側を左側ｌ、第二突出開口部１００５側を右側ｒとして上下左
右を定めて説明する。これは、挿入部２０５を基端から先端へ向かって見たとき（図１２
参照）における上下左右に対応して表記した。なお、撮像部８０５およびポート１１０５
の配置はこれに限られるものではない。
【００９６】
図１１に示すように、湾曲部６０５は、基端側から先端側へ向かって整列して設けられた
複数の節輪部材１２０５と、複数の節輪部材１２０５の外周を覆う可撓管状の被覆部材１
３０５とを有し、筒状に形成されている。複数の節輪部材１２０５のうち最も先端側に配
置された先端節輪部材１２０５Ａは先端構成部５０５の基端に固定され、複数の節輪部材
１２０５のうち最も基端側に配置された基端節輪部材１２０５Ｂは可撓部７０５の先端に
固定されている。
【００９７】
複数の節輪部材１２０５のうち先端節輪部材１２０５Ａと基端節輪部材１２０５Ｂとを除
く他の節輪部材１２０５は、湾曲部６０５の径方向断面と平行な面内に回動軸線が存する
回動軸部をそれぞれの先端と基端とに有しており、互いに回動自在に連結されている。複
数の節輪部材１２０５のそれぞれにおいて先端に位置する回動軸線は基端に位置する回動
軸線に対して垂直になっている。
【００９８】
本実施形態では、節輪部材１２０５において互いに垂直なこれらの回動軸線は、湾曲部６
０５における上下方向（図１２に符号ｕ、ｄで示す側）と左右方向（図１２に符号ｌ、ｒ
で示す側）とへそれぞれ延びている。複数の節輪部材１２０５が互いに回動軸線回りに回
動することによって、湾曲部６０５は上下および左右にそれぞれ自在に湾曲できる。さら
に、湾曲部６０５における上下方向と左右方向の湾曲が合成されることによって、湾曲部
６０５は任意の方向へ自在に湾曲できる。
【００９９】
図１１および図１２に示すように、湾曲部６０５の内部には、第一チャンネルシース１４
０５および第二チャンネルシース１５０５と、ポート１１０５の内部と連通されたチュー
ブ１６０５と、後述する第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５
とが設けられている。
【０１００】
第一チャンネルシース１４０５および第二チャンネルシース１５０５は、可撓性を有する
筒状部材によってそれぞれ形成されている。図１２に示すように、湾曲部６０５の内部に
おいて第一チャンネルシース１４０５および第二チャンネルシース１５０５は左右に並べ
て配置され、可撓部７０５の内部を通じて操作部３０５の内部へ延ばして設けられている
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。第一チャンネルシース１４０５および第二チャンネルシース１５０５におけるそれぞれ
の先端は、先端構成部５０５の第一突出開口部９０５および第二突出開口部１００５の基
端にそれぞれ固定されており、第一チャンネルシース１４０５および第二チャンネルシー
ス１５０５におけるそれぞれの基端は、操作部３０５に設けられた後述する差込開口部２
００５、２１０５に接続されている（図９参照）。
【０１０１】
図９に示すように、操作部３０５は、外径形状が略柱状であって中空構造の外壁部材１７
０５を有し、操作部３０５の外面には、先端構成部５０５のポート１１０５から送気、送
水、あるいは吸引をする操作をするための送気送水スイッチ１８０５と、湾曲部６０５を
湾曲させる操作を入力するために操作部３０５の基端から突出して設けられた略棒状の傾
倒入力部１９０５と、第一チャンネルシース１４０５および第二チャンネルシース１５０
５に処置具を差し込むために操作部３０５の外壁部材１７０５を貫通して形成された第一
差込開口部２００５および第二差込開口部２１０５とが設けられている。
【０１０２】
本実施形態では、送気送水スイッチ１８０５と傾倒入力部１９０５とのそれぞれの位置関
係は、内視鏡装置１０５を操作する操作者が操作部３０５の外面を把持したときに送気送
水スイッチ１８０５と傾倒入力部１９０５との両方に指が届く位置関係になっている。
【０１０３】
また、操作部３０５の外壁部材１７０５の基端は、例えばゴム等からなり伸縮性を有する
。
【０１０４】
傾倒入力部１９０５の基端は、内視鏡装置１０５の操作者が傾倒入力部１９０５を傾倒さ
せるため指を当てることができるようなっており、径方向外側へ延びたフランジ状に形成
されている。
【０１０５】
また、操作部３０５には、撮像部８０５へ電力を供給したり撮像部８０５において撮像さ
れた映像を外部へ送信したりするためのユニバーサルケーブルＣが接続できる。
【０１０６】
図１３に示すように、操作部３０５の内部は可撓部７０５の内部と連通されており、操作
部３０５の内部には可撓部７０５から延びる第一チャンネルシース１４０５と第二チャン
ネルシース１５０５が引きこまれている。第一チャンネルシース１４０５の基端は第一差
込開口部２００５の先端に接続されている。図示していないが、第二チャンネルシース１
５０５の基端は第二差込開口部２１０５の先端に接続されている。これにより、第一差込
開口部２００５から第一突出開口部９０５までと、第二差込開口部２１０５から第二突出
開口部１００５までとのそれぞれの内腔は、生体組織に対して処置を行う処置具などを挿
入部２０５の先端に繰り出させるための管路になっている。
【０１０７】
操作部３０５の内部には、傾倒入力部１９０５の先端が固定された操作機構４０５が設け
られている。操作機構４０５は、操作部３０５の外壁部材１７０５に固定された可動支持
部２３０５と、可動支持部２３０５に支持された揺動部材２４０５と、揺動部材２４０５
に連結された伝達部２５０５とを有している。
【０１０８】
図１３および図１４に示すように、可動支持部２３０５は、第一支持体２６０５と、第二
支持体２７０５とを有する。
【０１０９】
第一支持体２６０５は、操作部３０５の外壁部材１７０５に一端が固定され、操作部３０
５の外壁部材１７０５の内面から内側へ向かって突出するとともに他端が二股に分かれて
形成されている。第一支持体２６０５の上記他端のそれぞれには、第二支持体２７０５を
揺動自在に連結する２つの第一揺動連結部２８０５が形成されている。２つの第一揺動連
結部２８０５によって、第二支持体２７０５が第一支持体２６０５に対して揺動する第一
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揺動軸Ｏ１が規定されている。
【０１１０】
第二支持体２７０５は、揺動部材２４０５を囲う枠状に形成され、第一支持体２６０５の
第一揺動連結部２８０５に連結されている。これにより、第二支持体２７０５は、第一支
持体２６０５に対して第一揺動軸Ｏ１回りに揺動自在になっている。また、第二支持体２
７０５には、揺動部材２４０５を揺動自在に連結する２つの第二揺動連結部２９０５が形
成されている。２つの第二揺動連結部２９０５によって、揺動部材２４０５が第二支持体
２７０５に対して揺動する第二揺動軸Ｏ２が規定されている。第二揺動軸Ｏ２は、第一揺
動軸Ｏ１に対して直交している。
【０１１１】
揺動部材２４０５は、第二揺動軸Ｏ２回りに揺動自在となるように第二支持体２７０５に
連結されている。揺動部材２４０５は、第一揺動軸Ｏ１と第二揺動軸Ｏ２との交点が球心
となる略球状に形成されている。揺動部材２４０５には、揺動部材２４０５の球心を挟ん
で対向配置されているとともに第二揺動軸Ｏ２を中心とする円柱面を有する第一滑車部３
００５および第二滑車部３１０５と、揺動部材２４０５の球心を挟んで対向配置されてい
るとともに第一揺動軸Ｏ１を中心とする円柱面を有する第一ワイヤガイド３２０５および
第二ワイヤガイド３３０５とが形成されている。
【０１１２】
以下では、説明を容易にするために、図１４に示すように揺動部材２４０５の球心から第
一滑車部３００５へ向かう方向を上方向Ｕ、揺動部材２４０５の球心から第二滑車部３１
０５へ向かう方向を下方向Ｄ、揺動部材２４０５の球心から第一ワイヤガイド３２０５へ
向かう方向を右方向Ｒ、揺動部材２４０５の球心から第二ワイヤガイド３３０５へ向かう
方向を左方向Ｌとして傾倒入力部１９０５の傾倒方向を表記する。
【０１１３】
第一滑車部３００５は円板状に形成され、第二揺動軸Ｏ２を中心とした円柱面状の外周面
が形成された第一円弧部３４０５と、第一円弧部３４０５の外径より大径に形成された第
一抜け止め部３５０５とを有する。第一円弧部３４０５は、第一抜け止め部３５０５より
も揺動部材２４０５の球心側に位置している。
【０１１４】
また、第二滑車部３１０５は、第一滑車部３００５と同様の円板状に形成され、第二揺動
軸Ｏ２を中心とした円柱面状の外周面が形成された第二円弧部３６０５と、第二円弧部３
６０５の外径より大径に形成された第二抜け止め部３７０５とを有する。第二円弧部３６
０５は、第二抜け止め部３７０５よりも揺動部材２４０５の球心側に位置している。図１
３に示すように、本実施形態では、第一円弧部３４０５の直径Ａと第二円弧部３６０５の
直径Ｃとは互いに等しい。
【０１１５】
第一ワイヤガイド３２０５および第二ワイヤガイド３３０５は、第一円弧部３４０５に近
い側においては第一円弧部３４０５の直径Ａと等しく、第二円弧部３６０５に近い側にお
いては第二円弧部３６０５の直径と等しい円柱面がそれぞれ形成されている。本実施形態
では、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５とのそれぞれの直径が互いに等しく、第
一ワイヤガイド３２０５および第二ワイヤガイド３３０５は、第一揺動軸Ｏ１と同軸上に
中心が位置する円柱面を有する円板形状になっている。
【０１１６】
図１３および図１４に示すように、伝達部２５０５は、操作部３０５から湾曲部６０５の
基端まで延ばして操作部３０５と可撓部７０５とのそれぞれの内部に設けられた２つの第
一ガイドコイル３８０５および２つの第二ガイドコイル３９０５と、２つの第一ガイドコ
イル３８０５のそれぞれの内部に挿通された第一アングルワイヤ４００５と、２つの第二
ガイドコイル３９０５のそれぞれの内部に挿通された第二アングルワイヤ４１０５とを備
える。
【０１１７】
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第一ガイドコイル３８０５および第二ガイドコイル３９０５は、コイル状に巻かれた線材
からなり、可撓性を有する。本実施形態では、第一ガイドコイル３８０５および第二ガイ
ドコイル３９０５は、可撓部７０５の内壁に沿って配置されている。本実施形態では、第
一ガイドコイル３８０５および第二ガイドコイル３９０５はステンレス鋼からなる。可撓
部７０５内における第一ガイドコイル３８０５および第二ガイドコイル３９０５の配置に
ついては第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５の配置の説明と
ともに後述する。
【０１１８】
第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５は、可撓性を有する線材
からなる。本実施形態では、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１
０５の材質はステンレス鋼である。
【０１１９】
第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５は、中間部がそれぞれ第
一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５に掛けられており、それぞれの両端は第一ガ
イドコイル３８０５および第二ガイドコイル３９０５の内部にそれぞれ挿通されて湾曲部
６０５の先端まで延ばして設けられている。
【０１２０】
また、図１１および図１２に示すように、第一アングルワイヤ４００５および第二アング
ルワイヤ４１０５のそれぞれの両端は、先端節輪部材１２０５Ａに固定されている。具体
的には、節輪部材１２０５において、第一アングルワイヤ４００５は第一チャンネルシー
ス１４０５および第二チャンネルシース１５０５の上側（図１１および図１２に示すｕ側
）において左右に距離ａだけ離れて配置され、第二アングルワイヤ４１０５は第一チャン
ネルシース１４０５および第二チャンネルシース１５０５の下側（図１１および図１２に
示すｄ側）において左右に距離ｃだけ離れて配置されている。本実施形態では、距離ａと
距離ｃとは互いに等しい。さらに、第一アングルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ４
１０５とは上下に距離ｂだけ離れて配置されている。本実施形態では、距離ｂは距離ａお
よび距離ｃよりも長く設定されている。
【０１２１】
図１４に示すように、湾曲部６０５および可撓部７０５の内部において、第一ガイドコイ
ル３８０５および第二ガイドコイル３９０５の内部に挿通された第一アングルワイヤ４０
０５および第二アングルワイヤ４１０５は、それぞれ距離ａおよび距離ｃだけ離れて平行
に延ばして設けられている。さらに、第一アングルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ
４１０５とは距離ｂだけ離れて平行に延ばして設けられている。このように、湾曲部６０
５および可撓部７０５の内部において、第一アングルワイヤ４００５および第二アングル
ワイヤ４１０５は、左右に並べて配置された第一チャンネルシース１４０５および第二チ
ャンネルシース１５０５に干渉しない位置に配置されている。
【０１２２】
このような位置関係にすることで、挿入部２０５の外径を変えずに第一チャンネルシース
１４０５および第二チャンネルシース１５０５の内径をより大きくしたり、第一チャンネ
ルシース１４０５および第二チャンネルシース１５０５の内径を変えずに挿入部２０５を
細径にしたりすることができる。
【０１２３】
次に、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５とのそれぞれの形状および配置位置と、
挿入部２０５内における第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５
の配置位置との間の関係について詳述する。
【０１２４】
上述した構成の操作機構４０５において、第一円弧部３４０５の直径Ａと、第二円弧部３
６０５の直径Ｃと、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５との間の距離Ｂとは、湾曲
部６０５における先端の節輪部材１２０５における第一アングルワイヤ４００５および第
二アングルワイヤ４１０５のそれぞれにおける両端間の距離ａ、距離ｃ、および第一アン
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グルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ４１０５との間の距離ｂに基づいてその比が定
められている。
【０１２５】
すなわち、本実施形態において、直径Ａ、直径Ｃ、距離Ｂと、距離ａ、距離ｃ、距離ｂと
の間の関係は、距離ａ：距離ｂ＝距離Ａ：直径Ｂであり、且つ距離ａ：距離ｃ＝直径Ａ：
直径Ｃである。この関係を満たしていれば、距離ａと距離ｃとは互いに異なっていても構
わない。
【０１２６】
以上に説明した構成の内視鏡装置１の作用について説明する。図１５は、内視鏡装置１０
５における操作機構４０５の動作を説明するための動作説明図である。
【０１２７】
内視鏡装置１０５の湾曲部６０５を湾曲させる場合には、図１５に示すように、傾倒入力
部１９０５の基端に力をかけて傾倒入力部１９０５を傾倒させる。たとえば、傾倒入力部
１９０５を下方向Ｄへ傾倒させると、傾倒入力部１９０５の基端は先端に対して相対的に
下側になり、傾倒入力部１９０５の先端は基端に対して相対的に上側になる。
【０１２８】
傾倒入力部１９０５が傾倒すると、傾倒入力部１９０５の先端に固定された揺動部材２４
０５は第一揺動軸Ｏ１および第二揺動軸Ｏ２をそれぞれ揺動中心として揺動する。
【０１２９】
傾倒入力部１９０５を下方向Ｄへ傾倒させると、第一ワイヤガイド３２０５側から第二ワ
イヤガイド３３０５側へ第一揺動軸Ｏ１に沿って見たときに揺動部材２４０５は第一揺動
軸Ｏ１を回動中心として反時計回り（図１５に示すＰ１方向）に回る。これにより、第一
円弧部３４０５および第二円弧部３６０５は第一揺動軸Ｏ１を回動中心としてＰ１方向へ
移動する。すると、第一円弧部３４０５に掛けられた第一アングルワイヤ４００５は第一
円弧部３４０５によって基端側へ牽引され、第二円弧部３６０５に掛けられた第二アング
ルワイヤ４１０５は緩む。また、第一アングルワイヤ４００５が牽引されているときには
、第一アングルワイヤ４００５は、第一ワイヤガイド３２０５および第二ワイヤガイド３
３０５の外周面に接触して第一ワイヤガイド３２０５および第二ワイヤガイド３３０５に
支持される。
【０１３０】
このとき、図１４に示すように、湾曲部６０５においては、先端節輪部材１２０５Ａの上
側に固定された第一アングルワイヤ４００５によって先端節輪部材１２０５Ａは基端側へ
牽引され、これにより湾曲部６０５は上方向（図１４に符号ｕで示す側）へ湾曲する。ま
た、湾曲部６が上方向へ湾曲されることで下側の第二アングルワイヤ４１０５は先端側へ
牽引され、第二アングルワイヤ４１０５は第二円弧部３６０５に掛けられた状態で維持さ
れる。
【０１３１】
反対に、傾倒入力部１９０５を上方向Ｕへ傾倒させると、揺動部材２４０５は上記Ｐ１方
向とは逆回り（図１５に示すＰ２方向）に回る。これにより、第一円弧部３４０５と第二
円弧部３６０５とは第一揺動軸Ｏ１回りにＰ２方向へ移動する。すると、第一円弧部３４
０５に掛けられた第一アングルワイヤ４００５は緩み、第二円弧部３６０５に掛けられた
第二アングルワイヤ４１０５は第二円弧部３６０５によって基端側へ牽引される。また、
第二アングルワイヤ４１０５が牽引されているときには、第二アングルワイヤ４１０５は
、第一ワイヤガイド３２０５および第二ワイヤガイド３３０５の外周面に接触して第一ワ
イヤガイド３２０５および第二ワイヤガイド３３０５に支持される。
【０１３２】
このとき、図１４に示すように、湾曲部６０５においては、傾倒入力部１９０５を下方向
に傾倒させたときとは反対に、先端節輪部材１２０５Ａの下側に固定された第二アングル
ワイヤ４１０５によって先端節輪部材１２０５Ａは基端側へ牽引され、これにより湾曲部
６０５は下方向（図１４に符号ｄで示す側）へ湾曲する。また、湾曲部６０５が下方向へ
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湾曲されることで上側の第一アングルワイヤ４００５は先端側へ牽引され、第一アングル
ワイヤ４００５は第一円弧部３４０５に掛けられた状態で維持される。
【０１３３】
このように、傾倒入力部１９０５を上方向へ傾倒させると湾曲部６０５は下方向へ湾曲し
、傾倒入力部１９０５を下方向へ傾倒させると湾曲部６０５は上方向へ湾曲する。
【０１３４】
また、傾倒入力部１９０５を左方向Ｌへ傾倒させると、第一円弧部３４０５側から第二円
弧部３６０５側へ第二揺動軸Ｏ２に沿って見たときに揺動部材２４０５は第二揺動軸Ｏ２
を回動中心として時計回り（図１４に示すＱ１方向）に回る。これにより、第一円弧部３
４０５に掛けられた第一アングルワイヤ４００５と第二円弧部３６０５に掛けられた第二
アングルワイヤ４１０５とのそれぞれが第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５と
摩擦係合し、第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５に沿って上記Ｑ１方向へ移動
する。このとき、湾曲部６０５においては、第一アングルワイヤ４００５および第二アン
グルワイヤ４１０５のそれぞれにおける両端のうち先端節輪部材１２０５Ａにおける右側
に固定された端部がそれぞれ牽引される。すると、第一アングルワイヤ４００５および第
二アングルワイヤ４１０５によって先端節輪部材１２０５Ａの右側は基端方向へ牽引され
、湾曲部６０５は右方向（図１４に符号ｒで示す側）へ湾曲する。また、湾曲部６０５が
右方向へ湾曲すると先端節輪部材１２０５Ａの左側に固定された第一アングルワイヤ４０
０５および第二アングルワイヤ４１０５は先端側へ牽引され、第一アングルワイヤ４００
５および第二アングルワイヤ４１０５は第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５に
掛けられた状態で維持される。
【０１３５】
反対に、傾倒入力部１９０５を右方向Ｒへ傾倒させると、揺動部材２４０５は上記Ｙ１方
向とは逆回りに（図１４に示すＱ２方向）に回る。これにより、第一円弧部３４０５に掛
けられた第一アングルワイヤ４００５と第二円弧部３６０５に掛けられた第二アングルワ
イヤ４１０５とのそれぞれが第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５と摩擦係合し
、第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５に沿って上記Ｑ２方向へ移動する。この
とき、傾倒入力部１９０５を左方向Ｌへ傾倒させたときとは反対に、湾曲部６０５におい
ては、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５のそれぞれにおけ
る両端のうち先端節輪部材１２０５Ａにおける左側に固定された端部がそれぞれ牽引され
る。すると、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５によって先
端節輪部材１２０５Ａの左側は基端方向へ牽引され、湾曲部６０５は左方向（図１４に符
号ｌで示す側）へ湾曲する。また、湾曲部６０５が左方向へ湾曲すると先端節輪部材１２
０５Ａの右側に固定された第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０
５は先端側へ牽引され、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５
は第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５に掛けられた状態で維持される。
【０１３６】
このように、傾倒入力部１９０５を左方向へ傾倒させると湾曲部６０５は右方向へ湾曲し
、傾倒入力部１９０５を右方向へ傾倒させると湾曲部６０５は左方向へ湾曲する。
【０１３７】
以上より、傾倒入力部１９０５を傾倒させることによって、傾倒入力部１９０５の基端を
移動させた側と反対方向へ湾曲部６０５は湾曲する。なお、傾倒入力部１９０５は上述し
た上方向、下方向、左方向、および右方向への傾倒動作を適宜組み合わせることができる
。すなわち、上方向且つ左方向、上方向且つ右方向、下方向且つ左方向、および下方向且
つ右方向へそれぞれ傾倒入力部１９０５を傾倒させることができ、これにより湾曲部６０
５を、上方向且つ左方向、上方向且つ右方向、下方向且つ左方向、および下方向且つ右方
向へ湾曲させることができる。
【０１３８】
従来、内視鏡装置において上下左右に湾曲可能な湾曲部には、湾曲部の周方向に９０°づ
つ離れた４つのアングルワイヤを配置するのが一般的であった。また、可撓部の内部にお
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いても同様な位置関係で４つのアングルワイヤを配置するのが一般的である。一方、内視
鏡装置の湾曲部において９０°づつ離れて配置されたアングルワイヤをそれぞれ４５°だ
けオフセットできることは特許文献４に記載されている。この場合、湾曲部の周方向に９
０°づつ離れた位置関係とは異なる位置関係となるようなオフセットをアングルワイヤの
それぞれに対して試みると、アングルワイヤの牽引量と湾曲部の湾曲量とがアングルワイ
ヤごとに変わってしまう。従って、操作部における操作量と湾曲部における湾曲量が湾曲
方向ごとに異なってしまい、操作感が低下する可能性がある。
【０１３９】
これに対して、本実施形態の操作機構４０５を備える操作部３０５が設けられた内視鏡装
置１０５によれば、第一円弧部３４０５の直径Ａ、第二円弧部３６０５の直径Ｃ、および
第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５との間の距離Ｂと、先端節輪部材１２０５Ａに
固定された第一アングルワイヤ４００５の両端間の距離ａ、先端節輪部材１２０５Ａに固
定された第二アングルワイヤ４１０５の両端間の距離ｃ、先端節輪部材１２０５Ａにおけ
る第一アングルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ４１０５との間の距離ｂとの間の関
係が、距離ａ：距離ｂ＝距離Ａ：直径Ｂであり、且つ距離ａ：距離ｃ＝直径Ａ：直径Ｃに
なっている。従って、湾曲部６０５における第一アングルワイヤ４００５および第二アン
グルワイヤ４１０５の配置を湾曲部６０５の周方向に９０°ずつ離れた配置以外の配置と
しても、傾倒入力部１９０５を傾倒させた角度と湾曲部６０５が湾曲する角度とを傾倒入
力部１９０５を傾倒させる方向によらず一致させることができる。その結果、湾曲部６０
５および可撓部７０５における第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４
１０５の配置の自由度を操作部３０５の操作感を損なうことなく高めることができる。
【０１４０】
また、湾曲部６０５および可撓部７０５の内部における第一アングルワイヤ４００５およ
び第二アングルワイヤ４１０５の配置の自由度を高めることができることによって、湾曲
部６０５および可撓部７０５をより細径化することができる。
【０１４１】
また、揺動部材２４０５が、第一揺動軸Ｏ１上に球心を有する略球状であるので、揺動部
材２４０５を球心回りに揺動させて第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイ
ヤ４１０５を牽引することができる。
【０１４２】
また、円柱面形状の外周面を有する円板状にそれぞれ形成された第一ワイヤガイド３２０
５と第二ワイヤガイド３３０５とが揺動部材２４０５に設けられているので、第一アング
ルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ４１０５とが第一ワイヤガイド３２０５および第
二ワイヤガイド３３０５のそれぞれの外周面に支持され、これにより、第一アングルワイ
ヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５が揺動部材２４０５から脱落するのを抑制
することができる。
【０１４３】
また、第一ワイヤガイド３２０５と第二ワイヤガイド３３０５とが、第一円弧部３４０５
と第二円弧部３６０５とのそれぞれの直径と直径が等しい円板状であるので、第一アング
ルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５を牽引するときの操作感を、プーリ
の外周に沿ってワイヤを牽引した場合と同様の操作感とすることができる。
【０１４４】
また、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５とがそれぞれ揺動部材２４０５に設けら
れ、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５とは揺動部材２４０５の球心を挟んで対向
して設けられているので、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５との一方が先端側へ
移動すると、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５との他方が基端側へ移動するので
、湾曲部６０５が湾曲されても第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４
１０５が座屈するように折れ曲がることが抑制されている。
【０１４５】
次に、本実施形態の操作機構４０５の変形例の構成について説明する。
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図１６は、本変形例の操作機構の一部の構成を示す側面図である。
図１６に示すように、本変形例では、揺動部材２４０５に代えて揺動部材１２４０を備え
る点で上述の実施形態における操作機構４０５の構成と異なっている。
【０１４６】
略球状に形成された第１実施形態の揺動部材２４０５と異なり、揺動部材１２４０は、第
二揺動軸Ｏ２が中心軸線となる円柱形状に形成されている。また、揺動部材１２４０の円
柱部分の中心軸線方向における両端に上述の第一円弧部３４０５および第二円弧部３６０
５が設けられている。本変形例では、上述の第一ワイヤガイド３２０５および第二ワイヤ
ガイド３３０５は設けられていない。また、第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５と
にそれぞれ掛けられた第一アングルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ４１０５とが第
一円弧部３４０５および第二円弧部３６０５から脱落しないように、第一円弧部３４０５
と第二円弧部３６０５とのそれぞれには、第一アングルワイヤ４００５および第二アング
ルワイヤ４１０５がそれぞれ嵌る溝が外周面に設けられている。
このような構成であっても、上述の実施形態と同様な効果を奏することができる。
【０１４７】
次に、本実施形態の操作機構４０５の別の変形例の構成について説明する。
図１７は、本変形例の操作機構の一部の構成を示す側面図である。
図１７に示すように、本変形例では、揺動部材２４０５に代えて揺動部材２２４０を備え
る点で上述の実施形態における操作機構４０５の構成と異なっている。
【０１４８】
本変形例の揺動部材２２４０は略球状に形成され、第一円弧部３４０５を挟んで揺動部材
２２４０の球心と反対側に形成された略半球状の第三ワイヤガイド２３５０と、第二円弧
部３６０５を挟んで揺動部材２２４０の球心と反対側に形成された略半球状の第四ワイヤ
ガイド２３７０とを有する。揺動部材２２４０は、上述の第一ワイヤガイド３２０５と第
二ワイヤガイド３３０５を備えず、揺動部材２２４０の球状の外面が第一ワイヤガイド３
２０５および第二ワイヤガイド３３０５と同様の機能を有している。具体的には、揺動部
材２２４０における球状の外面のうち、第一揺動軸Ｏ１上に中心が位置し第一円弧部３４
０５と第二円弧部３６０５との直径と等しい円周Ｒ１の部分において、揺動部材２２４０
の球体の外面が第一アングルワイヤ４００５と第二アングルワイヤ４１０５とをそれぞれ
支持するようになっている。なお、円周Ｒ１は第一揺動軸Ｏ１方向における揺動部材２２
４０の両側に設定されている。
【０１４９】
本実施形態において、略球状の揺動部材２２４０における球心より第一円弧部３４０５側
の外面が第一アングルワイヤ４００５を支持する曲面部であり、揺動部材２２４０におけ
る球心より第二円弧部３６０５側の外面が第二アングルワイヤ４１０５を支持する第二曲
面部である。
【０１５０】
第三ワイヤガイド２３５０は、揺動部材２２４０の球心に近い側においては揺動部材２２
４０の球の直径と等しい直径をなす球面の一部であって上述の曲面部と反対向きに凸とな
る曲面の一部をなしている。第三ワイヤガイド２３５０には、第一アングルワイヤ４００
５を支持するために上述の円周Ｒ１と等しい直径を有する円周Ｒ２が設定されている。
【０１５１】
第四ワイヤガイド２３７０は、揺動部材２２４０の球心に近い側においては揺動部材２２
４０の球の直径と等しい直径をなす球面の一部であって上述の第二曲面部と反対向きに凸
となる曲面の一部をなしている。第四ワイヤガイド２３７０には、第二アングルワイヤ４
１０５を支持するために上述の円周Ｒ１と等しい直径を有する円周Ｒ３が設定されている
。
【０１５２】
本変形例では、傾倒入力部材１９０５を下側（図１７に符号Ｄで示す側）へ傾倒させると
、第一円弧部３４０５は第一回動軸Ｏ１回りに回動して基端側へ移動する。すると、第一
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円弧部３４０５に掛けられた第一アングルワイヤ４００５は、揺動部材２２４０の球状の
外面において円周Ｒ１上で支持される。
【０１５３】
また、このとき、第二円弧部３６０５は第一回動軸Ｏ１回りに回動して先端側へ移動する
。すると、第二円弧部３６０５に掛けられた第二アングルワイヤ４１０５は第四ワイヤガ
イド２３７０の外面の円周Ｒ３上で第四ワイヤガイド２３７０によって支持される。
【０１５４】
反対に、傾倒入力部材１９０５を上側（図１７に符号Ｕで示す側）へ傾倒させると、第二
円弧部３６０５は第一回動軸Ｏ１回りに回動して基端側へ移動する。すると、第二円弧部
３６０５に掛けられた第二アングルワイヤ４１０５は、揺動部材２２４０の球状の外面に
おいて円周Ｒ１上で支持される。
【０１５５】
また、このとき、第一円弧部３４０５は第一回動軸Ｏ１回りに回動して先端側へ移動する
。すると、第一円弧部３４０５に掛けられた第一アングルワイヤ４００５は第三ワイヤガ
イド（対向曲面部）２３５０の外面の円周Ｒ２上で第三ワイヤガイド（第二対向曲面部）
２３５０によって支持される。
【０１５６】
このように、本変形例でも上述の実施形態と同様の効果を奏することができる。また、第
三ワイヤガイド２３５０および第四ワイヤガイド２３７０が第一円弧部３４および第二円
弧部３６よりも径方向外側へ突出し、且つ球面の一部をなしている。従って、第一円弧部
３４および第二円弧部３６のそれぞれから第一アングルワイヤ４００５および第二アング
ルワイヤ４１０５が外れ難くなっている。
【０１５７】
また、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５が基端側へ牽引さ
れるときには、第三ワイヤガイド２３５０の円周Ｒ２および第四ワイヤガイド２３７０の
円周Ｒ３に沿って第一アングルワイヤ４００５あるいは第二アングルワイヤ４１０５が支
持されつつ牽引される。従って、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ
４１０５を牽引するときの操作感をプーリの外周に沿ってワイヤを牽引した場合と同様の
操作感とすることができる。
【０１５８】
以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はこれら実施例に限定されることは
ない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更
が可能である。
【０１５９】
たとえば、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５の外周面には
、すべり性を高めるためのコーティングとして、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）からなるコーティング（不図示）が施されていてもよい。この場合、第一アングルワイ
ヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５の外周面における摩擦抵抗を低減し、ワイ
ヤにかけられた力を効率よく湾曲部へ伝達することができる。また、第一アングルワイヤ
４００５および第二アングルワイヤ４１０５の外周面には、ＰＴＦＥに代えてデフリック
コートやシリコンオイル等が用いられてもよい。
【０１６０】
さらに、第一円弧部３４０５と第一アングルワイヤ４００５との間、および第二円弧部３
６０５と第二アングルワイヤ４１０５との間におけるすべりを抑制する目的で、第一アン
グルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５を撚り線としてもよい。同時に、
第一円弧部３４０５と第二円弧部３６０５とのそれぞれの外周面には撚り線の撚り模様と
係合する凹凸形状が形成されていてもよい。また、同様の目的で、第一アングルワイヤ４
００５と第二アングルワイヤ４１０５とのそれぞれにおいて第一円弧部３４０５と第二円
弧部３６０５とに係合する部分は鎖によって構成されてもよい。同時に、第一円弧部３４
０５と第二円弧部３６０５とのそれぞれの外周面には、鎖の形状が転写された凹凸が形成
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されていてもよい。これらの形状が形成されていると、第一円弧部３４０５の外周面に第
一アングルワイヤ４００５が引っかかり、また第二円弧部３６０５の外周面に第二アング
ルワイヤ４１０５が引っかかることですべりを抑制することができる。
【０１６１】
また、第一アングルワイヤ４００５および第二アングルワイヤ４１０５の材質はステンレ
ス鋼に限られるものではない。たとえば、ニッケルチタン合金などの他の金属材料からな
るワイヤ、熱処理等によって強度が高められたいわゆるハイテンションワイヤ、樹脂材料
からなるワイヤ、あるいは炭素繊維からなるワイヤによって第一アングルワイヤ４００５
および第二アングルワイヤ４１０５が形成されていてもよい。
【０１６２】
また、上述の実施形態では揺動部材２４０５が略球状である例を説明したが、揺動部材が
球体以外の形状であっても本発明と同等の効果を奏する。たとえば、揺動部材の外面の形
状は、揺動部材における第一揺動軸と第二揺動軸との交点より第一円弧部に近い側におい
ては第一円弧部へ向かって凸となる曲面の一部をなす湾曲面が形成されていてもよい。同
時に、前記交点より第二円弧部に近い側においては第二円弧部へ向かって凸となる曲面の
一部をなす湾曲面が形成された形状であれば、球面以外の形状であってもよい。
【０１６３】
また、上述の実施形態では、操作入力部１９０５によって揺動部材２４０５を揺動させる
ことによって湾曲部６０５を湾曲させる例を示したが、操作機構４０５の構成はこれに限
られるものではない。たとえば、上述の実施形態とは力の伝達方向が逆となるようにする
ことができる。すなわち、上述の実施形態における第一アングルワイヤ４００５および第
二アングルワイヤ４１０５の先端に対して牽引力を入力し、この牽引力によって揺動部材
２４０５を揺動させて操作入力部１９０５の向きを変えるようにした操作機構も容易に構
成することができる。
この他、本発明は前述した説明によって限定されることはなく、添付のクレームの範囲に
よってのみ限定される。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
回動入力部に加えて傾倒入力部を備えているので、傾倒入力部を用いて回動入力部におけ
る回動よりも直感的に湾曲部を操作することができる操作機構を提供可能である。
【符号の説明】
【０１６５】
１，１０５                  内視鏡装置
１０，１０２，２０５　      挿入部
１２　                      処置具チャンネル
１３，６０５　              湾曲部（被操作部）
２０　                      第一伝達部（第一伝達手段）
２２、２３　                操作ワイヤ
２４、２５　                駆動ワイヤ
３０，１０３、３０５　      操作部
３２，４０５　              操作機構
４０　                      回動入力部（第一入力部）
５０　                      傾倒入力部（第二入力部）
５１　                      操作スティック
５２　                      コイルスプリング（中立機構）
６３　                      クラッチ機構
８４　                      第二伝達部（第二伝達手段）
８５、８６　                入力ワイヤ
１９０５　                  傾倒入力部
２２４０，２４０５　        揺動部材
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２３５０　                  第三ワイヤガイド（対向曲面部）
３６０５　                  第二円弧部
Ｏ１                        第一揺動軸
Ｏ２                        第二揺動軸

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(30) JP WO2011/136366 A1 2011.11.3

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月28日(2011.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手軸を有し、前記長手軸方向に沿ってチャンネルを有する長軸部材と、
　前記長軸部材の先端側に設けられた被操作部と、
　前記被操作部と先端側で接続され、前記被操作部を動作させるための駆動力を伝達する
第一伝達手段と、
　前記長軸部材の基端側に設けられた操作部と、
　前記被操作部を操作するために、前記第一伝達手段の基端側に接続されると共に、前記
操作部に対して動作可能に前記操作部に設けられた第一入力部と、
　前記操作部に対して動作可能に前記操作部に設けられた第二入力部であって前記チャン
ネルに挿通される医療器具に設けられた第二入力部と、
　前記第一入力部と前記第二入力部とに接続され、前記第一伝達手段を前記長手軸方向に
移動させるための駆動力を前記第二入力部から前記第一入力部へ伝達する第二伝達手段と
、
　を有する医療装置。
【請求項２】
　前記被操作部は、前記第一伝達手段によって伝達される駆動力によって湾曲動作する筒
状の湾曲部を有する請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　体腔内を観察する内視鏡装置であって、請求項２に記載の医療装置を備える内視鏡装置
。
【請求項４】
　前記医療器具を内部に挿通可能なルーメンを有し、体腔内へ挿入されるガイドカテーテ
ルであって、請求項２に記載の医療装置を備えるガイドカテーテル。
【請求項５】
　前記第一伝達手段および前記第二伝達手段はワイヤ状の部材を備える請求項３に記載の
内視鏡装置。
【請求項６】
　前記第一入力部は、回動軸回りに回動することで前記湾曲部を湾曲動作させるための駆
動力が入力される回動入力部であり、
　前記第二入力部は、所定の中立位置から傾倒することで前記湾曲部を湾曲動作させるた
めの駆動力が入力される傾倒入力部である
　請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記第二伝達手段は、前記第一入力部に接続され、前記第二入力部に入力された駆動力
を前記第一入力部へ伝達する入力ワイヤを備え、
　前記傾倒入力部は、前記傾倒入力部が前記中立位置から傾倒されたときには前記傾倒入
力部から前記入力ワイヤへ前記第二入力部に入力された駆動力を伝達して前記傾倒入力部
と前記入力ワイヤとを連動させ、前記傾倒入力部が前記中立位置にあるときには前記傾倒
入力部と前記入力ワイヤとの連動を解除するクラッチ機構を備える
　請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記傾倒入力部は、前記クラッチ機構に連結された軸状の操作スティックを有し、
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　前記操作スティックを所定角度だけ傾倒させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さは
、前記回動入力部を前記所定角度だけ回動させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さよ
りも小さい請求項７に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記中立位置へ前記操作スティックを向ける付勢力をかける中立機構をさらに備える請
求項８に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記チャンネルは、前記挿入部における前記先端まで前記第二入力部から延びて形成さ
れ、生体組織に対して処置を行うための処置具が挿入される筒状部材であり、
前記操作スティックは、前記チャンネルの内部と連通された筒状に形成されている請求項
８または９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記第二入力部は、前記チャンネルに挿通される前記医療器具を前記長手軸周りに回動
及び前記長手軸に沿ってスライド自在に保持し、前記操作部に対する前記医療器具の傾倒
動作と共に傾倒動作可能に設けられる請求項１に記載の医療装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の態様は、長手軸を有し、前記長手軸方向に沿ってチャンネルを有する長軸部材
と、前記長軸部材の先端側に設けられた被操作部と、前記被操作部と先端側で接続され、
前記被操作部を動作させるための駆動力を伝達する第一伝達手段と、前記長軸部材の基端
側に設けられた操作部と、前記被操作部を操作するために、前記第一伝達手段の基端側に
接続されると共に、前記操作部に対して動作可能に設けられた第一入力部と、前記操作部
に対して動作可能に設けられた第二入力部であって前記チャンネルに挿通される医療器具
に設けられた第二入力部と、前記第一入力部と前記第二入力部とに接続され、前記第一伝
達手段を前記長手軸方向に移動させるための駆動力を前記第二入力部から前記第一入力部
へ伝達する第二伝達手段と、を有する医療装置である。
【手続補正書】
【提出日】平成24年4月2日(2012.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手軸を有し、前記長手軸方向に沿って医療器具を挿通可能なチャンネルを有する長軸
部材と、
　前記長軸部材の先端側に設けられた被操作部と、
　前記長軸部材の基端側に設けられた操作部本体と、
　前記操作部本体に設けられ、前記操作部本体に対する前記医療器具の操作部による操作
量が伝達される入力部と、
　前記入力部に伝達された操作量に応じて前記被操作部を動作させるための駆動力を発生
させる駆動部と、
　前記被操作部を動作させるために、前記駆動部により発生された駆動力を前記被操作部
に伝達させる伝達手段と、
　を有する医療装置。
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【請求項２】
　前記入力部は、前記医療器具を保持すると共に前記操作部本体に対して動作可能である
請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記入力部は、前記医療器具を保持すると共に前記操作部本体に対して傾倒動作可能で
ある請求項２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記入力部は、前記チャンネルに挿通される前記医療器具を前記長手軸周りに回動及び
前記長手軸に沿ってスライド自在に保持し、前記操作部に対する前記医療器具の傾倒動作
と共に傾倒動作可能に設けられる請求項３に記載の医療装置。
【請求項５】
　前記駆動部は、前記操作部本体に設けられている請求項４に記載の医療装置。
【請求項６】
　前記被操作部は、前記伝達手段によって伝達される駆動力によって湾曲動作する湾曲部
を有する請求項５に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記入力部による所定の方向への傾倒動作に応じて、前記湾曲部は湾曲される
　請求項６に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記伝達手段とは別に設けられ、前記被操作部と先端側で接続され、前記被操作部を動
作させるための駆動力を伝達する第一伝達手段と、
　前記入力部とは別に設けられ、前記被操作部を操作するために、前記第一伝達手段の基
端側に接続されると共に、前記操作部に対して動作可能に設けられた第一入力部と、
を有する請求項７に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　体腔内を観察する内視鏡装置であって、請求項８に記載の医療装置を備える内視鏡装置
。
【請求項１０】
　前記医療器具を内部に挿通可能なルーメンを有し、体腔内へ挿入されるガイドカテーテ
ルであって、請求項８に記載の医療装置を備えるガイドカテーテル。
【請求項１１】
　前記第一伝達手段および前記伝達手段はワイヤ状の部材を備える請求項８に記載の内視
鏡装置。
【請求項１２】
　前記第一入力部は、回動軸回りに回動することで前記湾曲部を湾曲動作させるための駆
動力が入力される回動入力部であり、
　前記入力部は、所定の中立位置から傾倒することで前記湾曲部を湾曲動作させるための
駆動力が入力される傾倒入力部である
　請求項１１に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記伝達手段は、前記第一入力部に接続され、前記入力部に入力された駆動力を前記第
一入力部へ伝達する入力ワイヤを備え、
　前記傾倒入力部は、前記傾倒入力部が前記中立位置から傾倒されたときには前記傾倒入
力部から前記入力ワイヤへ前記入力部に入力された駆動力を伝達して前記傾倒入力部と前
記入力ワイヤとを連動させ、前記傾倒入力部が前記中立位置にあるときには前記傾倒入力
部と前記入力ワイヤとの連動を解除するクラッチ機構を備える
　請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１４】
　前記傾倒入力部は、前記第一伝達手段における前記ワイヤ状の部材である操作ワイヤを
牽引するために前記クラッチ機構に連結された軸状の操作スティックを有し、
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　前記操作スティックを所定角度だけ傾倒させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さは
、前記回動入力部を前記所定角度だけ回動させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さよ
りも小さい請求項１３に記載の内視鏡装置。
【請求項１５】
　前記中立位置へ前記操作スティックを向ける付勢力をかける中立機構をさらに備える請
求項１４に記載の内視鏡装置。
【請求項１６】
　前記チャンネルは、体内に挿入される挿入部における先端まで前記入力部から延びて形
成され、生体組織に対して処置を行うための処置具が挿入される筒状部材であり、
前記操作スティックは、前記チャンネルの内部と連通された筒状に形成されている請求項
１４に記載の内視鏡装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の態様は、長手軸を有し、前記長手軸方向に沿って医療器具を挿通可能なチャン
ネルを有する長軸部材と、前記長軸部材の先端側に設けられた被操作部と、前記長軸部材
の基端側に設けられた操作部本体と、前記操作部本体に設けられ、前記操作部本体に対す
る前記医療器具の操作部による操作量が伝達される入力部と、前記入力部に伝達された操
作量に応じて前記被操作部を動作させるための駆動力を発生させる駆動部と、前記被操作
部を動作させるために、前記駆動部により発生された駆動力を前記被操作部に伝達させる
伝達手段と、を有する医療装置である。
【手続補正書】
【提出日】平成24年6月27日(2012.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手軸を有し、前記長手軸方向に沿って医療器具を挿通可能なチャンネルを有する長軸
部材と、
　前記長軸部材の先端側に設けられ、湾曲動作可能な湾曲部を有する被操作部と、
　前記長軸部材の基端側に設けられ、前記チャンネルと連通し、医療器具を挿入するため
の孔が形成され、操作者が保持するための操作部本体と、
　前記湾曲部を湾曲させるために、前記操作部本体に設けられた第一入力部と、
前記湾曲部に先端部が接続され、前記第一入力部の入力動作を前記湾曲部に伝達する第一
伝達手段と、
　前記孔を介して前記チャンネルに挿通される前記医療器具を前記長手軸周りに回動及び
前記長手軸に沿ってスライド自在に保持する共に、前記操作部本体に対する前記医療器具
の傾倒動作によって、所定の方向へ傾倒動作可能に前記操作部本体に設けられ、前記操作
部本体に対する前記医療器具の操作部による操作量が伝達される第二入力部と、
　前記操作部本体に設けられ、前記第二入力部に伝達された操作量に応じて前記湾曲部を
湾曲させるための駆動力を発生させる駆動部と、
　前記湾曲部を湾曲させるために、前記駆動部により発生された前記駆動力を前記第一伝
達手段に伝達させる第二伝達手段と、
　を有する内視鏡装置。
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【請求項２】
　前記第一伝達手段および前記第二伝達手段はワイヤ状の部材を備える請求項１に記載の
内視鏡装置。
【請求項３】
　前記第一入力部は、回動軸回りに回動することで前記湾曲部を湾曲動作させるための駆
動力が入力される回動入力部であり、
　前記第二入力部は、所定の中立位置から傾倒することで前記湾曲部を湾曲動作させるた
めの駆動力が入力される傾倒入力部である
　請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記第二伝達手段は、前記第一入力部に接続され、前記傾倒入力部に入力された駆動力
を前記第一入力部へ伝達する入力ワイヤを備え、
　前記傾倒入力部は、前記傾倒入力部が前記中立位置から傾倒されたときには前記傾倒入
力部から前記入力ワイヤへ前記傾倒入力部に入力された駆動力を伝達して前記傾倒入力部
と前記入力ワイヤとを連動させ、前記傾倒入力部が前記中立位置にあるときには前記傾倒
入力部と前記入力ワイヤとの連動を解除するクラッチ機構を備える
　請求項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記傾倒入力部は、前記第一伝達手段における前記ワイヤ状の部材である操作ワイヤを
牽引するために前記クラッチ機構に連結された軸状の操作スティックを有し、
　前記操作スティックを所定角度だけ傾倒させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さは
、前記回動入力部を前記所定角度だけ回動させたときに前記操作ワイヤを牽引する長さよ
りも小さい請求項４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記中立位置へ前記操作スティックを向ける付勢力をかける中立機構をさらに備える請
求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記チャンネルは、体内に挿入される挿入部における先端まで前記傾倒入力部から延び
て形成され、生体組織に対して処置を行うための処置具が挿入される筒状部材であり、
前記操作スティックは、前記チャンネルの内部と連通された筒状に形成されている請求項
５に記載の内視鏡装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
本願は、２０１０年４月２８日に米国に出願された６１／３２８，８１４、及び、２０１
０年６月１１日に米国に出願された６１／３５３，８０５に基づき優先権を主張し、その
内容をここに援用する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の態様は、長手軸を有し、前記長手軸方向に沿って医療器具を挿通可能なチャン
ネルを有する長軸部材と、前記長軸部材の先端側に設けられ、湾曲動作可能な湾曲部を有
する被操作部と、前記長軸部材の基端側に設けられ、前記チャンネルと連通し、医療器具
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を挿入するための孔が形成され、操作者が保持するための操作部本体と、前記湾曲部を湾
曲させるために、前記操作部本体に設けられた第一入力部と、前記湾曲部に先端部が接続
され、前記第一入力部の入力動作を前記湾曲部に伝達する第一伝達手段と、前記孔を介し
て前記チャンネルに挿通される前記医療器具を前記長手軸周りに回動及び前記長手軸に沿
ってスライド自在に保持する共に、前記操作部本体に対する前記医療器具の傾倒動作によ
って、所定の方向へ傾倒動作可能に前記操作部本体に設けられ、前記操作部本体に対する
前記医療器具の操作部による操作量が伝達される第二入力部と、前記操作部本体に設けら
れ、前記第二入力部に伝達された操作量に応じて前記湾曲部を湾曲させるための駆動力を
発生させる駆動部と、前記湾曲部を湾曲させるために、前記駆動部により発生された前記
駆動力を前記第一伝達手段に伝達させる第二伝達手段と、を有する内視鏡装置である。
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递单元从倾斜输入部传递的第二驱动力传递到弯曲部。
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